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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部視認可能な基板ボックスに制御回路基板を収容し、前記制御回路基板上に、接続ピ
ンを半田付けすることでコネクタ部材を固定し、更に該コネクタ部材を前記基板ボックス
に設けた開口部より露出させて他の電気部品と接続可能とした遊技機において、
　前記開口部から前記制御回路基板が露出されないようにさせる介在部材を備え、
　該介在部材は、
　前記制御回路基板と前記コネクタ部材との間に入り込む部位と、
　前記制御回路基板の基板面に当接させるようにして設けられ、前記介在部材と前記制御
回路基板とを離間させる空間部を少なくとも前記接続ピンの基板接続部の周りに生じさせ
る当接部位と、
を備え、
　該当接部位は、前記入り込む部位が前記制御回路基板から離間されるようにすることで
、前記空間部を生じさせるものであり、
　前記基板面には、前記当接部位と当接することで前記制御回路基板に対する前記介在部
材の位置決めを可能とする位置決め部が設けられていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技球を使用して遊技が行われることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(2) JP 4715217 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機として、例えばパチンコ遊技機やスロットマシン等では、遊技に関する
各種制御を司る制御装置が搭載されている。この制御装置等は、各種電子部品などを実装
した制御回路基板と、この制御回路基板を収容する基板ボックスとを有しており、制御回
路基板上に固定したコネクタにハーネス等を接続することにより他の制御回路基板や中継
基板等との電気的な接続がなされるようになっている。この場合、基板ボックスにおいて
制御回路基板の表面側を覆うカバー部材には開口部が設けられ、この開口部を介して、制
御回路基板上に固定したコネクタが外部に露出する構成となっていた（例えば特許文献１
参照）。特に、特許文献１に記載の遊技機では、主要な回路部品等を実装した実装領域を
覆う蓋部材と、コネクタ設置領域を覆うカバー部材とを別々に設け、これにより制御回路
基板の外部に露出する部分を少なくし、制御回路基板に対する不正行為を抑制するように
していた。
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１の遊技機では、コネクタとカバー部材との間において、
コネクタを組み付けたり、コネクタに装着される端子を取り外したりするための隙間（ク
リアランス）が必要となる。そのため、依然として制御回路基板が外部に露出する部分が
存在する。したがって、カバー部材の開口部においてコネクタとの間にできる隙間を通じ
て不正行為が行われるおそれがあった。
【特許文献１】特開２０００－３７５０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、基板ボックス内に制御回路
基板が収容された遊技機において、制御回路基板上に固定したコネクタ周囲の隙間を通じ
ての不正行為を抑制することが可能な遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の発明は、内部視認可能な基板ボックスに制御回路基板を収容し、前記制
御回路基板上に、接続ピンを半田付けすることでコネクタ部材を固定し、更に該コネクタ
部材を前記基板ボックスに設けた開口部より露出させて他の電気部品と接続可能とした遊
技機において、
　前記開口部から前記制御回路基板が露出されないようにさせる介在部材を備え、
　該介在部材は、
　前記制御回路基板と前記コネクタ部材との間に入り込む部位と、
　前記制御回路基板の基板面に当接させるようにして設けられ、前記介在部材と前記制御
回路基板とを離間させる空間部を少なくとも前記接続ピンの基板接続部の周りに生じさせ
る当接部位と、
を備え、
　該当接部位は、前記入り込む部位が前記制御回路基板から離間されるようにすることで
、前記空間部を生じさせるものであり、
　前記基板面には、前記当接部位と当接することで前記制御回路基板に対する前記介在部
材の位置決めを可能とする位置決め部が設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、基板ボックス内に制御回路基板が収容された遊技機において、制御回
路基板上に固定したコネクタ周囲の隙間を通じての不正行為を抑制することが可能となる
。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　はじめに、本実施の形態から抽出され得る発明群を手段ｎ（ｎ＝１，２，３…）として
区分して示し、それらを必要に応じて効果等を示しつつ説明する。なお以下においては、
理解の容易のため、発明の実施の形態において対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、
この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではない。
【０００８】
　手段１．内部視認可能な基板ボックス（基板ボックス２７３）に制御回路基板（主基板
２８０）を収容するとともに、前記制御回路基板上に、接続ピン（接続ピン２８４）を半
田付けすることでコネクタ部材（コネクタ２８１）を固定し、更に該コネクタ部材を前記
基板ボックスに設けた開口部（開口部２８３ａ）より露出させて他の電気部品と接続可能
とした遊技機において、
　前記制御回路基板と前記コネクタ部材との間に、前記基板ボックスの開口部から前記制
御回路基板が露出されないようにして透明体よりなる介在部材（スペーサ部材２９１）を
介在させる一方、該介在部材と前記制御回路基板との間に、少なくとも前記接続ピンの基
板接続部を囲むようにしてこれら介在部材と制御回路基板を離間させる空間部（空間ＳＰ
）を形成したことを特徴とする遊技機。
【０００９】
　手段１の遊技機では、内部視認可能な基板ボックスの開口部に制御回路基板が収容され
ており、その制御回路基板上には、接続ピンを半田付けすることでコネクタ部材が固定さ
れている。また、コネクタ部材は、基板ボックスに設けられた開口部より露出しており、
このコネクタ部材により他の電気部品と電気的な接続がなされるようになっている。こう
した遊技機では、基板ボックスの開口部を通じて制御回路基板の表面の一部が露出し、そ
の露出部分を通じて不正行為がなされることが考えられる。
【００１０】
　この点、上記構成によれば、制御回路基板とコネクタ部材との間に介在させて設けた介
在部材により、制御回路基板の表面の一部が露出することことが規制される。したがって
、開口部を通じて行われる制御回路基板への不正行為を抑制することができる。またこの
とき、介在部材は透明体であるため、制御回路基板の表面が視認不可となることはなく、
仮に制御基板表面で不正行為が施されたり何らかの不具合が生じたりしてもそれらの発見
が容易となる。
【００１１】
　一方、接続ピンを半田付けすることでコネクタ部材が制御回路基板上に固定される構成
では、上記のとおり制御回路基板とコネクタ部材との間に介在部材を介在させた場合に、
当該介在部材に半田が付着し、それが原因で介在部材を通じての基板視認性が低下するこ
とが懸念される。この点、上記手段１では、介在部材と制御回路基板との間に、少なくと
も接続ピンの基板接続部（すなわち、半田付け部）を囲むようにしてこれら介在部材と制
御回路基板を離間させる空間部を形成したため、介在部材への半田の付着が抑制できる。
したがって、コネクタ部材（接続ピン）の半田付けによる制御回路基板の表面の視認性悪
化が防止できる。
【００１２】
　手段２．内部視認可能な基板ボックス（基板ボックス２７３）に制御回路基板（主基板
２８０）を収容するとともに、前記制御回路基板上に、接続ピン（接続ピン２８４）を半
田付けすることでコネクタ部材（コネクタ２８１）を固定し、更に該コネクタ部材を前記
基板ボックスに設けた開口部（開口部２８３ａ）より露出させて他の電気部品と接続可能
とした遊技機において、
　前記制御回路基板と前記コネクタ部材との間に、前記基板ボックスの開口部から前記制
御回路基板が露出されないようにして介在部材（スペーサ部材２９１）を介在させる一方
、該介在部材と前記制御回路基板との間に、少なくとも前記接続ピンの基板接続部を囲む
ようにしてこれら介在部材と制御回路基板を離間させる空間部（空間ＳＰ）を形成したこ
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とを特徴とする遊技機。
【００１３】
　手段２の遊技機では、内部視認可能な基板ボックスの開口部に制御回路基板が収容され
ており、その制御回路基板上には、接続ピンを半田付けすることでコネクタ部材が固定さ
れている。また、コネクタ部材は、基板ボックスに設けられた開口部より露出しており、
このコネクタ部材により他の電気部品と電気的な接続がなされるようになっている。こう
した遊技機では、基板ボックスの開口部を通じて制御回路基板の表面の一部が露出し、そ
の露出部分を通じて不正行為がなされることが考えられる。
【００１４】
　この点、上記構成によれば、制御回路基板とコネクタ部材との間に介在させて設けた介
在部材により、制御回路基板の表面の一部が露出することことが規制される。したがって
、開口部を通じて行われる制御回路基板への不正行為を抑制することができる。
【００１５】
　一方、接続ピンを半田付けすることでコネクタ部材が制御回路基板上に固定される構成
では、上記のとおり制御回路基板とコネクタ部材との間に介在部材を介在させた場合に、
制御回路基板と介在部材との間の隙間が殆ど無くなって微小隙間になると、その微小隙間
に半田が入り込み（すなわち、毛管現象によって半田が広がり）、それが原因で例えば複
数の接続ピン間やその他の配線部分でショートが生じることが懸念される。この点、上記
手段２では、介在部材と制御回路基板との間に、少なくとも接続ピンの基板接続部（すな
わち、半田付け部）を囲むようにしてこれら介在部材と制御回路基板を離間させる空間部
を形成したため、制御回路基板と介在部材との間の毛管現象による半田の広がりが抑制で
きる。したがって、コネクタ部材における接続ピン間や他部位のショート不良が防止でき
る。
【００１６】
　手段３．手段１又は２において、前記介在部材は、前記基板ボックスの開口部を塞ぐに
足りる大きさを有し、かつ前記コネクタ部材の接続ピンを挿通するに足りる大きさのピン
挿通部（開口部２９２）が形成されてなることを特徴とする遊技機。
【００１７】
　手段３によれば、介在部材は、基板ボックスの開口部を塞ぐに足りる大きさを有してお
り、前記開口部を通じての制御回路基板への不正行為をより確実に抑制できる。より具体
的な構成として、介在部材の外周輪郭部分は前記開口部の周縁よりも大きいものであると
良い。また、介在部材にピン挿通部を設けたことにより、コネクタ部材の接続ピンをピン
挿通部を介して制御回路基板側に導いて半田付けを行うことができる。
【００１８】
　手段４．手段３において、前記ピン挿通部は、複数の接続ピンからなるピン群をまとめ
て挿通させる開口であることを特徴とする遊技機。
【００１９】
　手段４によれば、ピン挿通部を介して複数の接続ピンからなるピン群をまとめて挿通さ
せることができる。これにより、ピン挿通部を接続ピン毎に設ける構成に比して構成が簡
易なものとなる。
【００２０】
　手段５．手段３又は４において、前記ピン挿通部を前記コネクタ部材の底面部よりも小
さくし、該コネクタ部材の底面部を前記介在部材に当接させたことを特徴とする遊技機。
【００２１】
　手段５によれば、コネクタ部材の底面部を介在部材に当接させるようにすることで、コ
ネクタ部材と介在部材との間を通じての不正行為を困難なものとすることができる。
【００２２】
　手段６．手段１乃至５のいずれかにおいて、前記基板ボックスにおける前記開口部の周
縁部分を前記介在部材に当接させたことを特徴とする遊技機。
【００２３】
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　手段６によれば、基板ボックスにおける開口部の周縁部分を介在部材に当接させるよう
にすることで、基板ボックスと介在部材との間を通じての不正行為を困難なものとするこ
とができる。
【００２４】
　手段７．手段１乃至６のいずれかにおいて、前記基板ボックスに、前記開口部の周縁部
分を前記介在部材側に折り曲げ形成して周壁部（周壁部２８３ｂ）とするとともに、前記
介在部材に、前記基板ボックス内部で前記周壁部を囲むようにして折り返し部（囲い部６
０１）を設けたことを特徴とする遊技機。
【００２５】
　手段７によれば、基板ボックス内部において、基板ボックスに設けた周壁部が、介在部
材に設けた折り返し部により囲まれることになる。これにより、基板ボックスと介在部材
との間を通じて基板ボックス内に不正道具等を差し入れることが困難となる。したがって
、制御回路基板に対する不正行為をより一層困難なものとすることができる。
【００２６】
　手段８．手段１乃至７のいずれかにおいて、前記空間部における介在部材と制御回路基
板との間の間隔は、少なくとも０．５ｍｍであることを特徴とする遊技機。
【００２７】
　介在部材と制御回路基板との間の空間部を、少なくとも０．５ｍｍ以上隔てた間隔とす
ることにより、介在部材への半田の付着が抑制できる。また、接続ピン間のショート不良
も抑制できる。なお、前記空間部における介在部材と制御回路基板との間の間隔は、１ｍ
ｍ以上であると良く、より望ましくは１．５ｍｍ以上であると良い。
【００２８】
　手段９．手段１乃至８のいずれかにおいて、前記介在部材には前記制御回路基板との対
向面に突出部（突起２９３）を設けたことを特徴とする遊技機。
【００２９】
　手段９によれば、介在部材に設けた突出部によって介在部材と制御回路基板とが離間さ
れる。この場合、突出部の高さ（長さ）を調整することで、介在部材と制御回路基板との
間の空間部の間隔を容易に調整できる。なお、突出部は、介在部材に点在する突起、或い
は直線状又は曲線状等などに延びる突条であってもよい。
【００３０】
　手段１０．手段９において、前記制御回路基板に位置決め凹部（スペーサ位置決め穴２
８７）を形成し、前記介在部材に設けた突出部を前記位置決め凹部に入れる構成としたこ
とを特徴とする遊技機。
【００３１】
　手段１０によれば、介在部材に設けた突出部と制御回路基板に設けた位置決め凹部とに
より介在部材が位置決めされ、介在部材の位置ズレが防止できる。このとき、介在部材の
突出部は、介在部材と制御回路基板との間の空間部を形成するための機能と、介在部材の
位置決め機能とを兼ね備える。
【００３２】
　手段１１．手段１乃至８のいずれかにおいて、前記制御回路基板には前記介在部材との
対向面に突出部を設けたことを特徴とする遊技機。
【００３３】
　手段１１によれば、制御回路基板に設けた突出部によって介在部材と制御回路基板とが
離間される。この場合、突出部の高さ（長さ）を調整することで、介在部材と制御回路基
板との間の空間部の間隔を容易に調整できる。なお、突出部は、制御回路基板上に点在す
る突起、或いは直線状又は曲線状等などに延びる突条であってもよい。
【００３４】
　手段１２．手段１１において、前記介在部材に位置決め凹部を形成し、前記制御回路基
板に設けた突出部を前記位置決め凹部に入れる構成としたことを特徴とする遊技機。
【００３５】
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　手段１２によれば、制御回路基板に設けた突出部と介在部材に設けた位置決め凹部とに
より介在部材が位置決めされ、介在部材の位置ズレが防止できる。このとき、制御回路基
板の突出部は、介在部材と制御回路基板との間の空間部を形成するための機能と、介在部
材の位置決め機能とを兼ね備える。
【００３６】
　手段１３．手段１乃至９、１１のいずれかにおいて、前記制御回路基板に位置決め部（
スペーサ位置決め穴２８７）を形成し、該位置決め部にて前記介在部材を位置決めするこ
とを特徴とする遊技機。
【００３７】
　手段１３によれば、制御回路基板に形成した位置決め部にて介在部材が位置決めされる
ため、介在部材の位置ズレが防止できる。
【００３８】
　手段１４．手段１乃至８のいずれかにおいて、前記介在部材は、平板状の板部材と、こ
れとは別の脚部材とよりなり、前記脚部材を前記制御回路基板上に固定し、その上に前記
板部材を設けたことを特徴とする遊技機。
【００３９】
　手段１４によれば、別体よりなる板部材と脚部材とにより介在部材を構成しており、板
部材と制御回路基板との間に空間部が形成される。この場合、脚部材を選択的に用いるこ
とで、板部材と制御回路基板との間の空間部の間隔を容易に調整できる。
【００４０】
　手段１５．手段１乃至１４のいずれかにおいて、前記制御回路基板上に複数のコネクタ
部材を併設する構成において、少なくとも２つのコネクタ部材について前記介在部材を同
一体とすることを特徴とする遊技機。
【００４１】
　手段１５によれば、例えば隣り合う２つ又は３つのコネクタ部材について、同一体の介
在部材を用いて制御回路基板上への固定が行われる。この場合、制御回路基板に対する介
在部材やコネクタ部材の組付が容易となる。
【００４２】
　以下に、以上の各手段を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【００４３】
　弾球遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル１８）と、その操作手段
の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する球発射手段（発射モータ２２９等）と、その発
射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（レールユニット５０の球案内通路）と、
遊技領域内に配置された各遊技部品（一般入賞口３１、可変入賞装置３２、作動口３３、
可変表示ユニット３５等）とを備えた遊技機。
【００４４】
　特別表示部及び可変表示装置を備えた弾球遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球
発射ハンドル１８）と、その操作手段の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する球発射手
段（発射モータ２２９等）と、その発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（レ
ールユニット５０の球案内通路）と、遊技領域内に配置された作動口（作動口３３）、特
別表示部（第１特定ランプ部４７）、可変表示装置（図柄表示装置４１）及び可変入賞装
置（可変入賞装置３２）とを備え、作動口への遊技球の入球を検知すると特別表示部に表
示される表示内容を可変表示し、その停止時の表示内容が特定の表示内容である場合に可
変入賞装置を所定態様で開放させるようにした遊技機。
【００４５】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：「複数の図柄からなる図柄列（具体的には図柄が付
されたリール）を変動表示（具体的にはリールの回動）した後に図柄列を最終停止表示す
る可変表示手段（具体的にはリールユニット）を備え、始動用操作手段（具体的にはスタ
ートレバー）の操作に起因して図柄の変動が開始され、停止用操作手段（具体的にはスト
ップボタン）の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変動が停止され、
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その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者に有利な特別遊
技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにした遊技機。
【００４６】
　球使用ベルト式遊技機：複数の図柄からなる図柄列（具体的には図柄が付されたリール
）を変動表示（具体的にはリールの回動）した後に図柄列を最終停止表示する可変表示手
段（具体的にはリールユニット）を備え、始動用操作手段（具体的にはスタートレバー）
の操作に起因して図柄の変動が開始され、停止用操作手段（具体的にはストップボタン）
の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変動が停止され、その停止時の
最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者に有利な特別遊技状態（ボー
ナスゲーム等）を発生させるようにし、さらに、球受皿（上皿等）を設けてその球受皿か
ら遊技球を取り込む投入処理を行う投入装置と、前記球受皿に遊技球の払出を行う払出装
置とを備え、投入装置により遊技球が投入されることにより前記始動用操作手段の操作が
有効となるように構成した遊技機。
【００４７】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の一実施の
形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２はパチン
コ機１０の主要な構成を展開又は分解して示す斜視図、図３はパチンコ機１０を構成する
本体枠１２の前面構成を示す正面図である。なお、図２、図３では便宜上、パチンコ機１
０の遊技領域内の構成を空白としている。
【００４８】
　図１～図３に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外
枠１１を備えている。外枠１１は、遊技ホールへの設置の際に、いわゆる島設備に取り付
けられる。外枠１１は、木製の板材を全体として矩形枠状に組み合わせた状態とされ、各
板材を小ネジ等の離脱可能な締結部材により固定することによって構成されている。外枠
１１を合成樹脂やアルミニウム等の金属によって構成することも可能である。
【００４９】
　外枠１１の一側部には、本体枠１２が開閉可能に支持されている。その開閉軸線はパチ
ンコ機１０の正面からみて左側に上下へ延びるように設定されており、その開閉軸線を軸
心にして本体枠１２が前方側に開放できるようになっている。本体枠１２は合成樹脂、具
体的にはＡＢＳ樹脂により構成されている。ＡＢＳ樹脂を用いることにより、比較的低コ
ストで耐衝撃性の高い本体枠１２を得ることができる。本体枠１２をアルミニウム等の金
属によって構成してもよい。なお本実施の形態では、外枠１１と本体枠１２とにより遊技
機本体が構成されている。外枠１１に代わる構成として設置枠体を遊技ホール側に予め設
けておき、遊技ホールへのパチンコ機１０の設置に際しては本体枠１２を前記設置枠体に
組み付ける構成とすることも可能である。
【００５０】
　本体枠１２の前面側の下部位置には、前面板１４が設けられている。前面板１４は横長
状に形成され、その横幅は本体枠１２の横幅とほぼ一致するように構成されている。前面
板１４は、幅方向ほぼ中央部において手前側へ膨出した膨出部１５ａを有するベース部１
５と、ベース部１５の膨出部１５ａ内側に設けられ下方にくぼんだ皿形状をなす球受皿と
しての下皿１６と、下皿１６の奥側の壁面を構成する奥壁パネル１７とを備えている。ベ
ース部１５は本体枠１２に対してネジ等の締結部材により固定されていることから、ベー
ス部１５が本体枠１２に対する取付部を構成している。ベース部１５には膨出部１５ａよ
りも右方に、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル１８が設けられている。奥
壁パネル１７には球排出口１７ａが設けられており、球排出口１７ａより排出された遊技
球が下皿１６内に貯留されるようになっている。
【００５１】
　ベース部１５の膨出部１５ａ前面側にはスライド式の球抜きレバー１９が設けられてい
る。なお、球抜きレバー１９はプッシュ式としてもよい。そして、球抜きレバー１９が操
作されると下皿１６の底面に設けられた図示しない閉鎖板が一体に又はリンクを介して移
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動して球抜き穴が開放され、下皿１６内の貯留球が下方に排出されるよう構成されている
。球抜きレバー１９には球抜き穴を塞ぐ側へ球抜きレバー１９を付勢するコイルバネ等の
付勢部材が設けられ、球抜きレバー１９の操作が解除された際には付勢部材の付勢力によ
って閉鎖板が球抜き穴の開放位置に復帰する構成となっている。奥壁パネル１７の球排出
口１７ａとは異なる位置には、多数の小孔が集合したスピーカカバー部１７ｂが形成され
ており、当該パネル１７の後方に設置されたスピーカ２０の出力音がスピーカカバー部１
７ｂを通じて前方に発せられるようになっている。
【００５２】
　ベース部１５には膨出部１５ａの左方に灰皿２１が設けられている。灰皿２１は、内部
に溜まった吸い殻等を除去しやすいように手前側下方に反転可能に取り付けられており、
その右側面と背面とでベース部１５に対面している。具体的な図示は省略するが、灰皿２
１の右側面には当該灰皿２１を回動可能な状態で片持ち支持するための支軸が設けられ、
同背面には灰皿２１が図示のように上方に開口した位置でベース部１５に係止される係止
部が設けられている。前面板１４はその大部分が本体枠１２と同様、ＡＢＳ樹脂にて成形
されている。前面板１４はパチンコ機１０の前面側に露出されるが、ＡＢＳ樹脂で成形し
ていることによって、装飾等の目的で表面の適宜箇所にメッキを施すことが可能となる。
なお、灰皿２１が近くに配置されている関係上、下皿１６と奥壁パネル１７とを構成する
部位に関しては難燃性のＡＢＳ樹脂を用い、仮に誤ってたばこ等を置いても燃えにくくな
るよう構成することが好ましい。
【００５３】
　本体枠１２の前面側の前面板１４を除く範囲には、本体枠１２を覆うようにして前面扉
としての前扉枠１３が設けられている。従って、前面板１４と前扉枠１３とにより本体枠
１２の前面側全体が覆われている。前扉枠１３は、本体枠１２に対して開閉可能に取り付
けられており、本体枠１２と同様、パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延びる開
閉軸線を軸心にして前方側に開放できるようになっている。なお、前扉枠１３は前面板１
４と同様、ＡＢＳ樹脂にて成形されている。前扉枠１３はパチンコ機１０の前面側に露出
されるが、ＡＢＳ樹脂で成形していることによって、装飾等の目的で表面の適宜箇所にメ
ッキを施すことが可能となる。
【００５４】
　前扉枠１３の下部位置には、下皿１６の上方において手前側へ膨出した膨出部２２が設
けられ、その膨出部２２内側には上方に開口した上皿２３が設けられている。上皿２３は
、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら遊技球
発射装置側へ導くための球受皿である。膨出部２２前面側には上皿２３用の球抜きレバー
２４が設けられており、この球抜きレバー２４を操作すると上皿２３の最下流部付近に設
けられた球抜き通路（図示略）が開放され、上皿２３内の貯留球が下皿１６へ排出される
ようになっている。なお、上皿２３も下皿１６等と同様、難燃性のＡＢＳ樹脂にて構成す
ることが可能である。
【００５５】
　図３に示すように、本体枠１２は、外形が前記外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベー
ス２５を主体に構成されており、樹脂ベース２５の中央部には略円形状の窓孔２６が形成
されている。樹脂ベース２５の後側には遊技盤３０が着脱可能に装着されている。図４に
示すように、遊技盤３０は略四角形状の合板よりなり、その周縁部が樹脂ベース２５の裏
側に当接した状態で取着されている。すなわち、遊技盤３０はパチンコ機１０後方より取
り付けられ、遊技盤３０の前面部の略中央部分だけが樹脂ベース２５の窓孔２６を通じて
本体枠１２の前面側に露出した状態となっている。
【００５６】
　次に、遊技盤３０の構成を図４に基づいて説明する。遊技盤３０には、ルータ加工が施
されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部に
は一般入賞口３１、可変入賞装置３２、作動口３３、スルーゲート３４及び可変表示ユニ
ット３５等がそれぞれ設けられている。実際には、一般入賞口３１、可変入賞装置３２、
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作動口３３、スルーゲート３４及び可変表示ユニット３５は木ねじ等により遊技盤表面に
取り付けられている。本実施の形態では、可変表示ユニット３５が遊技盤３０の略中央に
配置され、その下方に作動口３３が配置され、さらにその下方に可変入賞装置３２が配置
されている。また、可変表示ユニット３５の左右両側にスルーゲート３４が配置され、遊
技盤３０の下部両側に一般入賞口３１がそれぞれ複数配置されている。作動口３３には、
所定の条件下で作動状態（開放状態）となる電動役物が付随的に設けられている。前記一
般入賞口３１、可変入賞装置３２及び作動口３３に遊技球が入ると、それが後述する検出
スイッチにより検出され、その検出結果に基づいて上皿２３（場合によっては下皿１６）
に対し所定数の賞品球が払い出される。その他に、遊技盤３０の最下部にはアウト口３６
が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口３６を通って図示しな
い球排出路の方へと案内されるようになっている。アウト口３６は、遊技盤３０の下端略
中央を逆Ｕ字状に切り欠いて形成されている。そのため、アウト口を穴状に形成していた
従来構成に比べ、アウト口形成が容易となる（但し、図４では手前側にレールユニット５
０が重ねて設けられているため、アウト口３６が閉じた状態で示されている）。また、遊
技盤３０には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されてい
ると共に、風車３７等の各種部材（役物）が配設されている。
【００５７】
　遊技盤３０の左右両側部には、組付相手である本体枠１２の左右両側からの張出領域と
の干渉を回避するように凹部としての切欠３８が複数箇所に形成されている。
【００５８】
　可変表示ユニット３５には、作動口３３への入賞をトリガとして第１図柄（特別図柄）
を変動表示する図柄表示装置４１が設けられている。可変表示ユニット３５には、図柄表
示装置４１を囲むようにしてセンターフレーム４３が配設されている。このセンターフレ
ーム４３は、その上部がパチンコ機１０前方に延出している。これにより、図柄表示装置
４１の表示画面の前方を遊技球が落下していくのが防止されており、遊技球の落下により
表示画面の視認性が低下するといった不都合が生じない構成となっている。センターフレ
ーム４３の上部中央には、第１特定ランプ部４７及び第２特定ランプ部４８が横並びの状
態で設けられている。また、これら両特定ランプ部４７，４８が配設された領域を挟むよ
うに、第１特定ランプ部４７及び図柄表示装置４１に対応した保留ランプ４４が設けられ
ている。遊技球が作動口３３を通過した回数は最大４回まで保留され、保留ランプ４４の
点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。なお、保留ランプ４４は、図
柄表示装置４１の一部で変動表示される構成等であっても良い。上述したように、センタ
ーフレーム４３の上部がパチンコ機１０前方に延出していることにより、保留ランプ４４
、第１特定ランプ部４７及び第２特定ランプ部４８の視認性が遊技球の落下により阻害さ
れない構成となっている。センターフレーム４３の下部には、第２特定ランプ部４８に対
応した保留ランプ４６が設けられている。遊技球がスルーゲート３４を通過した回数は最
大４回まで保留され、保留ランプ４６の点灯によってその保留個数が表示されるようにな
っている。なお、保留ランプ４６は、前記保留ランプ４４と同様に、図柄表示装置４１の
一部で変動表示される構成等であっても良い。
【００５９】
　図柄表示装置４１は８インチサイズの比較的大型の液晶ディスプレイを備えた液晶表示
装置として構成されており、後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表
示装置４１には、例えば左、中及び右に並べて第１図柄が表示され、これらの図柄が上下
方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、予め設定
されている有効ライン上に所定の図柄の組合せが停止表示された場合には、大当たり発生
となると共にそれ以降の遊技状態が特別遊技状態としての大当たり状態に移行することと
なる。この図柄の変動表示については、後に詳細に説明することとする。なお、図柄表示
装置４１は、８インチ以外の１０インチ，７インチ等の液晶ディスプレイを備えたもの、
ワイドサイズのディスプレイを備えたもの、又はＣＲＴ，ドットマトリックス，７セグメ
ント等その他のタイプにより表示画面を構成したものであってもよい。
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【００６０】
　第１特定ランプ部４７には、その内側に赤、緑、青の３色発光タイプのＬＥＤランプが
配設されている。そして、作動口３３への入賞をトリガとして、所定の順序で発光色の切
り替えが行われる。具体的には、作動口３３への入賞をトリガとして、赤色光が点灯され
、その状態で所定時間が経過すると緑色光に発光色が切り替えられる。そして、緑色光が
点灯された状態で前記所定時間が経過すると青色光に発光色が切り替えられる。その後、
発光色の切り替え停止時期がくるまで、赤色、緑色、青色という順序で発光色の切り替え
が繰り返し行われる。これにより、第１特定ランプ部４７には、赤色、緑色、青色が、こ
の順序で繰り返し表示されることとなる。そして、最終的に赤色又は緑色が停止表示され
た場合には、大当たり発生となると共にそれ以降の遊技状態が大当たり状態に移行し、青
色が停止表示された場合には、大当たり発生とならず大当たり状態に移行しない。また、
本実施形態では、最終的に赤色で停止表示された場合と、最終的に緑色で停止表示された
場合とで移行する大当たり状態が異なっており、後者の方がより遊技者に有利な大当たり
状態に移行する。この発光色の切り替えに関しては、後に詳細に説明することとする。
【００６１】
　一方、第２特定ランプ部４８には、その内側に赤、緑の２色発光タイプのＬＥＤランプ
が配設されている。この第２特定ランプ部４８は、スルーゲート３４の通過をトリガとし
て、所定の順序で発光色の切り替えが行われる。具体的には、遊技球がスルーゲート３４
を通過すると、赤色光の点灯と緑色光の点灯とが交互に行われる。これにより、第２特定
ランプ部４８には、赤色、緑色が交互に表示されることとなる。そして、赤色が停止表示
された場合には、作動口３３に付随する電動役物が所定時間だけ開放状態となるよう構成
されている。
【００６２】
　可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たり状態に移行すると遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるよう
になっている。より詳しくは、大当たり状態に移行すると、可変入賞装置３２が所定の開
放状態となり、遊技球が入賞し易い状態となる。可変入賞装置３２の開放態様としては、
所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドと
して、可変入賞装置３２内の継続入賞口への入賞を条件として次ラウンドへの移行条件成
立とし、複数ラウンド（例えば１６ラウンド）を上限として可変入賞装置３２が繰り返し
開放されるものが一般的である。
【００６３】
　遊技盤３０には、遊技球発射装置から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ案内するた
めのレール部材としてのレールユニット５０が取り付けられており、遊技球発射ハンドル
１８の回動操作に伴い発射された遊技球はレールユニット５０を通じて所定の遊技領域に
案内されるようになっている。レールユニット５０はリング状をなす樹脂成型品にて構成
されており、より具体的には、摩擦抵抗を低減するべくフッ素配合のポリカーボネート樹
脂が用いられている。レールユニット５０は、内外二重に設けられた内レール部５１と外
レール部５２とを有する。内レール部５１は上方の約１／４ほどを除いて略円環状に形成
され、外レール部５２は内レール部５１の上方開放領域を囲むようにかつ内レール５１の
左側部と並行するように略半円環状に形成されている。
【００６４】
　内レール部５１は、他の樹脂部分と一体成型され、遊技盤３０の面上にほぼ垂直に起立
して設けられている。また、外レール部５２は、内レール部５１と同様に他の樹脂部分と
一体成型され、遊技盤３０の面上にほぼ垂直に起立して設けられた支持部５２ａを有し、
その支持部５２ａの内側面に、遊技球の飛翔をより滑らかなものとするための摺動プレー
ト５２ｂが取り付けられている。摺動プレート５２ｂは、長尺状をなすステンレス製の金
属帯よりなり、複数箇所で支持部５２ａに支持されている。かかる場合、内レール部５１
と外レール部５２とにより誘導レールが構成され、これら各レール部５１，５２が所定間
隔を隔てて対向する部分により球案内通路が形成されている。なお、内外のレール部５１
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，５２が対向する部位では、遊技盤３０との当接部５３により各レール部５１，５２が連
結されており、球案内通路は手前側に開放した溝状に形成されている。
【００６５】
　レールユニット５０において、前記球案内通路より遊技球が飛び出す部位（図４の左上
部）には戻り球防止部材５４が取着され、該飛び出した遊技球の最大飛翔部分に対応する
部位（図４の右上部）には返しゴム５５が取着されている。戻り球防止部材５４により、
一旦球案内通路から遊技盤３０の上部へと飛び出した遊技球が球案内通路内に戻ってしま
うといった事態が防止される。また、所定以上の勢いで発射された遊技球は返しゴム５５
に当たり、遊技領域の中央寄りに跳ね返されるようになっている。
【００６６】
　レールユニット５０の外周部には、外方へ張り出した円弧状のフランジ５６が形成され
ている。フランジ５６は、遊技盤３０に対する取付面を構成する。レールユニット５０が
遊技盤３０に取り付けられる際には、遊技盤３０上にフランジ５６が当接され、その状態
で、当該フランジ５６に形成された複数の透孔にネジ等が挿通されて遊技盤３０に対する
レールユニット５０の締結がなされる。ここで、レールユニット５０の上下及び左右の各
端部は略直線状に形成されている。つまり、レールユニット５０の上下及び左右の各端部
においてはフランジ５６が切り落とされ、パチンコ機１０における有限の領域にてレール
径の拡張、すなわち遊技盤３０上の遊技領域の拡張が図られるようになっている。レール
ユニット５０は、遊技盤３０上の遊技領域の最大幅となる位置が遊技盤３０の左右端位置
に至るように配設されている。なお、レールユニット５０の球案内通路に対応する部位の
なかでも特に遊技球の受け入れ部位に関しては、当該レールユニット５０を強固に取り付
けて遊技球の飛びを安定させるべく、該当するフランジ５６が他よりも多い箇所（本実施
の形態では３カ所、他は２カ所）でネジ止めされている。
【００６７】
　内レール部５１及び外レール部５２間の球案内通路の入口には、同球案内通路の一部を
閉鎖するようにして凸部５７が形成されている。凸部５７は、内レール部５１の外周部か
ら下方へ延びるように形成され、遊技領域まで至らず球案内通路内を逆流してくるファー
ル球をファール球通路７６（図３参照）に導く機能を有する。遊技盤３０の右下隅部及び
左下隅部は、証紙等のシールやプレートを貼着するためのスペース（図のＳａ，Ｓｂ）と
なっており、この貼着スペースを確保するために、フランジ５６に切欠５８ａ，５８ｂが
形成されている。証紙等のシールを遊技盤３０に直接貼り付ける構成とすることで、証紙
等の不正な貼り直し等が行いにくいものとなっている。
【００６８】
　遊技盤３０においてレールユニット５０よりも外方の左上部には、前後に貫通した中継
端子孔５９が設けられており、この中継端子孔５９を通じて、遊技盤裏面に設置した中継
端子板の接続コネクタ６０がパチンコ機１０前面側に露出されるようになっている。
【００６９】
　図３の説明に戻り、前記樹脂ベース２５において、窓孔２６（遊技盤３０）の下方には
、遊技球発射装置より発射された直後に遊技球を案内するための発射レール６１が取り付
けられている。発射レール６１は、その後方の金属板６２を介して樹脂ベース２５に取付
固定されており、所定の発射角度（打ち出し角度）にて直線的に延びるよう構成されてい
る。従って、遊技球発射ハンドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は、まずは発射
レール６１に沿って斜め上方に打ち出され、その後球案内通路を通じて遊技領域に案内さ
れる。ここで本実施の形態では、遊技球の発射位置を低くして発射レール６１の傾斜角度
（発射角度）を既存のものよりも幾分大きくし（すなわち発射レール６１を立ち上げるよ
うにし）、また発射レール６１を遊技球発射装置の発射位置から遊技領域の中央位置（ア
ウト口３６）を越える位置まで延びるよう形成することで発射レール６１の長さを既存の
ものよりも長くして十分な長さの球誘導距離を確保するようにしている。これにより、遊
技球発射装置から発射された遊技球をより安定した状態で球案内通路に案内できるように
している。さらに打出球の安定化を図るべく、発射レール６１を設置した金属板６２を大
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型化すると共に該金属板６２を多数箇所（本実施の形態では１５～２０カ所）でネジ止め
しており、これにより発射レール６１が遊技盤３０に対して強固に位置決めされている。
【００７０】
　発射レール６１と球案内通路との間には所定間隔の隙間があり、この隙間より下方にフ
ァール球通路７６が設けられている。従って、仮に遊技球発射装置から発射された遊技球
が戻り球防止部材５４まで至らずファール球として球案内通路内を逆戻りする場合には、
そのファール球がファール球通路７６を介して下皿１６に排出される。
【００７１】
　ファール球が球案内通路内を逆流してくる際、その多くは外レール部５２に沿って流れ
、外レール部５２の下端部に到達した時点で下方に落下するが、一部のファール球は球案
内通路内で暴れ、内レール部５１側へ跳ね上がるものもある。この際、跳ね上がったファ
ール球は、球案内通路入口の前記凸部５７に当たり、ファール球通路７６に誘導される。
これにより、ファール球の全てがファール球通路７６に確実に案内され、ファール球と次
に発射される遊技球との干渉が抑制される。
【００７２】
　なお、詳しい図面の開示は省略するが、遊技球発射装置には、前扉枠１３側の球出口（
上皿２３の最下流部より通じる球出口）から遊技球が１つずつ供給される。この際、本実
施の形態では遊技球の発射位置を低くしたため、前扉枠１３側の球出口から前記発射位置
への落差が大きくなるが、発射レール６１の発射基端部付近にはその右側と手前側にそれ
ぞれガイド部材６３，６４を設置してある。これにより、前扉枠１３側の球出口から供給
される遊技球が常に所定の発射位置にセットされ、安定した発射動作が実現できる。また
、遊技球発射装置には、基端部を中心に回動可能に支持された打球槌が設けられ、打球槌
の回動に伴い遊技球が発射されるが、打球槌に関して軽量化が望まれている。それ故、ア
ルミニウム等の軽金属への材料変更や槌シャフト部寸法の縮小化により打球槌の軽量化を
図る一方で、十分な発射力を確保すべく、打球槌のヘッド部（基端部と反対側の先端部）
に重り部を設けている。これにより、十分でかつ安定した遊技球の発射が実現できる。打
球槌の重り部を上方に突出して設けることにより、打球槌を容易に摘んだりひっかけたり
することができ、槌先の打球強さの調整等がし易くなるという効果も得られる。
【００７３】
　また、本体枠１２の前面において発射レール６１の左側には、左右一対の排出口６６，
６７が形成されると共に、その前方に、排出口６６，６７より排出された遊技球を上皿２
３又は下皿１６の何れかに案内するための遊技球案内ユニット７０が取り付けられている
。便宜上以下の説明では、排出口６６を第１排出口、排出口６７を第２排出口ともいう。
これら排出口６６，６７は、本体枠１２の背面に設けられた遊技球分配部２４５（図１０
参照）に通じており、基本的に第１排出口６６より遊技球の排出が行われ、この第１排出
口６６も含め上皿２３に通じる通路が遊技球で一杯になると、第１排出口６６に代えて第
２排出口６７より遊技球の排出が行われるようになっている。
【００７４】
　遊技球案内ユニット７０は、ポリカーボネート樹脂等の透明な樹脂材料により内部を視
認可能に構成され、本体枠１２に対して前扉枠１３を閉鎖した状態で本体枠１２と前扉枠
１３との間に収まるよう厚みが比較的薄くなるように形成されている。遊技球案内ユニッ
ト７０には、前述のファール球通路７６が一体的に形成されている。遊技球案内ユニット
７０には、前記排出口６６，６７と下皿１６とを連通するための球排出通路７１が形成さ
れている。遊技球案内ユニット７０には、本体枠１２の第１排出口６６の手前側に、上皿
２３に連通する連通口７２が形成され、連通口７２を閉鎖するようにして開閉プレート７
３が取り付けられている。開閉プレート７３は支軸７４により回動可能に支持され、付勢
手段としてのバネ７５により連通口７２を閉鎖する位置に常時付勢されている。
【００７５】
　遊技球案内ユニット７０の上記構成によれば、前扉枠１３を開放した状態ではバネ７５
の付勢力により開閉プレート７３が図示の如く起き上がり、連通口７２を閉鎖する。この
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状態では、第１排出口６６より排出される遊技球が球排出通路７１を通じて下皿１６に案
内される。従って、連通口７２の上流側に遊技球が貯留されている状態で前扉枠１３を開
放した場合、その貯留球は連通口７２よりこぼれ落ちることなく、球排出通路７１を通じ
て下皿１６に流下する。つまり、前飾り枠が省略され前扉枠１３に対して上皿２３が直接
設けられる構成とした本パチンコ機１０にあっても、前扉枠１３の開放に際し連通口７２
の上流側にある遊技球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が防止できる。これに対し、
前扉枠１３を閉鎖した状態では、前扉枠１３の裏面に設けられた球通路樋１３８（図２参
照）によりバネ７５の付勢力に抗して開閉プレート７３が押し開けられる。この状態では
、第１排出口６６より排出される遊技球が連通口７２を介して上皿２３に案内される。従
って、連通口７２より上流側の遊技球は上皿２３に払い出される。なお、遊技球案内ユニ
ット７０の球排出通路７１下流側には、下皿１６に排出された遊技球が一杯（満タン）に
なったことを検知する下皿満タンスイッチが取り付けられている。
【００７６】
　樹脂ベース２５には、窓孔２６の右下部に略四角形状の小窓７８が設けられている。従
って、遊技盤３０の右下隅部スペース（図４のＳａ）に貼られた証紙等は、この小窓７８
を通じて視認できるようになっている。この小窓７８から遊技盤３０上に証紙等を直接貼
り付けることも可能である。
【００７７】
　樹脂ベース２５には、窓孔２６の左上部にも小窓７９が設けられている。この小窓７９
は、図４で説明した遊技盤３０の中継端子孔５９に対応する位置にそれとほぼ同一の形状
で設けられ、中継端子孔５９及び小窓７９を通じて、遊技盤裏面に設置した中継端子板の
接続コネクタ６０が本体枠１２の前面側に露出される。かかる構成において、前扉枠１３
側に設けた各種ランプに対しては、本体枠１２（樹脂ベース２５）の小窓７９より露出し
た接続コネクタ６０を介して電気的な接続がなされている。樹脂ベース２５の上部には、
前扉枠１３の開放の状態を検出するための前扉枠開放スイッチ２７が設けられている。前
扉枠開放スイッチ２７は、樹脂ベース２５の前面に出没可能なピンを有しており、本体枠
１２に対して前扉枠１３を閉じた状態ではピンが押し込まれて前扉枠１３の閉鎖が検知さ
れ、本体枠１２に対して前扉枠１３を開いた状態ではピンが突出位置に戻って前扉枠１３
の開放が検知されるようになっている。樹脂ベース２５の左右２カ所には、本体枠１２に
対して前扉枠１３を閉じた際に前扉枠１３背面の金具類（図５に示す補強板１３１～１３
４）に接触し、且つその金具類を本体枠１２側に導通させてアース（接地）するための金
属片２８ａ，２８ｂが取り付けられている。従って、金属片２８ａ，２８ｂを通じて、前
扉枠１３背面の金具類が本体枠１２側の施錠装置やヒンジ金具に導通され、これら施錠装
置やヒンジ金具と共にアースされる。
【００７８】
　本体枠１２の左端側（開閉軸線側）には、前扉枠１３を開閉可能に支持するための支持
機構として、上下一対の支持金具８１，８２が取り付けられている。上側の支持金具８１
には手前側に切欠を有する支持孔８３が設けられ、下側の支持金具８２には上方へ突出す
る突起軸８４が設けられている。なお、支持金具８１，８２に支持される前扉枠１３の具
体的構成については後述する。また、本体枠１２の右端側（開閉軸線とは反対側）には、
前扉枠１３裏面側の開放端側に設けた上下一対の鉤金具１５５，１５６（図２参照）を挿
入するための挿入孔８７，８８がそれぞれ設けられている。本パチンコ機１０では、本体
枠１２や前扉枠１３を施錠状態とするための施錠装置が本体枠１２の裏面側に隠れて配置
される構成となっている。従って、鉤金具１５５，１５６が挿入孔８７，８８を介して施
錠装置に係止されることによって、前扉枠１３が本体枠１２に対して開放不能に施錠され
る。
【００７９】
　本体枠１２の右下隅部には、外枠１１に対する本体枠１２の施錠及び解錠、並びに本体
枠１２に対する前扉枠１３の施錠及び解錠を行うための鍵部材としてのシリンダ錠９１が
設置されている。シリンダ錠９１は施錠装置に一体化されており、施錠装置のうちシリン
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ダ錠９１だけが本体枠１２の前方に突出した状態で設けられている。この場合、シリンダ
錠９１は、遊技領域の最大幅となる位置とは異なる位置に設けられている。シリンダ錠９
１は、本体枠１２の施解錠と前扉枠１３の施解錠とを共に賄う機能を有しており、鍵穴に
差し込んだキーを左（反時計回り方向）に回すと本体枠１２の施錠が解かれ、逆にキーを
右（時計回り方向）に回すと前扉枠１３の施錠が解かれるようになっている。
【００８０】
　図２に示すように、本体枠１２には、シリンダ錠９１を囲むようにして縦長状のカバー
部材９２が取り付けられている。詳細な図示は省略するが、カバー部材９２には、その上
端部及び下端部に係止部（フック）が形成されている。従って、上側の係止部を本体枠１
２側に係止させると共に、下側の係止部を本体枠１２と前面板１４との間に挟み込むこと
により、カバー部材９２が本体枠１２に取り付けられる。前扉枠１３には、カバー部材９
２の形状に合わせて切欠部１４５が形成されており、前扉枠１３を閉鎖した状態ではこの
前扉枠１３と共にカバー部材９２がパチンコ機前面部を構成する。なお、前扉枠１３を閉
鎖したとき、カバー部材９２に形成された鍔部が前扉枠１３により押さえられ、カバー部
材９２のがたつきが防止されるようになっている。
【００８１】
　次に、前扉枠１３について図１，図５を参照しつつ説明する。なお、図５は、前扉枠１
３の背面図である。
【００８２】
　前扉枠１３には遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした視認窓
としての窓部１０１が形成されている。窓部１０１は、円形に近い略楕円形状をなし、よ
り詳しくは、その左右側の略中央部が上下側に比べて緩やかに湾曲した形状となっている
。なお、前記略中央部が直線状になる形状であってもよい。
【００８３】
　前扉枠１３の下端部における左右両側には、本体枠１２表面や遊技盤３０表面等（証紙
等を含む）の一部を視認できるよう透明樹脂を取り付けた小窓１０７が設けられている。
小窓１０７に取り付けられる透明樹脂は、その内部の証紙等を工場等で容易に機械読み取
りできるよう平坦状に構成される。但し、小窓１０７に、内部の証紙等をホール作業者等
が容易に目視できるよう拡大レンズ部を設けることも可能である。
【００８４】
　前扉枠１３にはその周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられ
ている。これら発光手段は、大当たり状態下や所定のリーチ演出時等において点灯、点滅
のように発光態様が変更制御されることにより、遊技中の演出効果を高める役割を果たす
。例えば、窓部１０１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部１０２が
左右対称に設けられ、環状電飾部１０２の中央であってパチンコ機１０の最上部にはＬＥ
Ｄ等の発光手段を内蔵した中央電飾部１０３が設けられている。本パチンコ機１０では、
中央電飾部１０３が大当たりランプとして機能し、大当たり状態下で点灯や点滅を行うこ
とにより大当たり状態に移行していることを報知する。また、上皿２３周りにも、同じく
ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した上皿電飾部１０４が設けられている。その他、中央電飾部
１０３の左右側方には、賞球払出中に点灯する賞球ランプ１０５と所定のエラー時に点灯
するエラー表示ランプ１０６とがそれぞれ設けられている。なお、環状電飾部１０２は、
内外二重の樹脂カバー層とその内側に収容された発射板付き発光体（ＬＥＤ）とよりなり
、樹脂カバー層の各々の内側面には各層で縦横に交差する向きに突条（又は波状の突起）
が設けられている。外側の樹脂カバー層は透明であり、内側の樹脂カバー層は有色である
。従って、環状電飾部１０２を発光させれば、多数に分散化された状態、又は立体感を伴
った状態の電飾が実現できるようになる。樹脂カバー層には、ガラス粉末入りの樹脂材料
を用いると良い。このような樹脂カバー層の構成は、他の電飾部（例えば中央電飾部１０
３や賞球ランプ１０５）に適用することもできる。
【００８５】
　前扉枠１３には、窓部１０１の下方位置に、貸球操作部１２０が配設されている。貸球
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操作部１２０には球貸しボタン１２１と、返却ボタン１２２と、度数表示部１２３とが設
けられている。パチンコ機１０の側方に配置されたカードユニット（球貸しユニット）に
紙幣やカード等を投入した状態で、貸球操作部１２０によって球貸し操作、カード返却操
作及びカード度数の確認を行うことができる。すなわち、球貸しボタン１２１は、カード
等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、
カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が払い出される。返却ボタン１２２は、カ
ードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。度数表示部１２３は
カード等の残額情報を表示するものである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置
等から上皿に遊技球が直接貸し出されるパチンコ機（いわゆる現金機）では貸球操作部１
２０が不要となるが、かかる場合には、貸球操作部１２０の設置部分に飾りシール等が付
されるようになっている。これにより、貸球操作部１２０を設けた本パチンコ機１０の構
成において、カードユニットを用いたパチンコ機（いわゆるＣＲ機）と現金機との共用が
可能となる。
【００８６】
　前扉枠１３の裏側には、窓部１０１を囲むようにして金属製の各種補強部材が設けられ
ている。詳しくは、図５に示すように、前扉枠１３の裏側にあって窓部１０１の左右及び
上下の外側にはそれぞれ補強板１３１，１３２，１３３，１３４が取り付けられている。
これら補強板１３１～１３４は相互に接触して連結されているが、図の左側及び上側の補
強板１３２，１３３の連結部には直接の接触を避けるための樹脂パーツ１３５が介在され
ている。これにより、補強板１３１～１３４による電気経路の閉じたループが切断され、
ノイズの原因となる磁界の発生等が防止されている。
【００８７】
　図５の右側となる開閉軸線側の補強板１３１にはその上端部及び下端部に、本体枠１２
に対する組付機構として、組付金具１５１，１５２が取り付けられている。そして、本体
枠１２側の支持金具８１，８２（図３参照）に対して前扉枠１３側の組付金具１５１，１
５２が取り付けられている。すなわち、下側の組付金具１５２には下面に開口する軸穴が
形成されており、その軸穴に下側の支持金具８２の突起軸８４が挿入される一方、上側の
組付金具１５１の軸部が上側の支持金具８１の支持孔８３に挿入されることにより、本体
枠１２に対して前扉枠１３が開閉可能に支持されている。また、同補強板１３１にはその
中間位置にフック状をなす係合爪１３１ａが設けられており、この係合爪１３１ａは、前
扉枠１３を閉じた状態で本体枠１２の孔部１２ａ（図３参照）に挿入されるように構成さ
れている。これにより、上皿２３を含む形態で前扉枠１３を構成し、その上下の軸支間隔
を長くした本パチンコ機１０においても、中間位置における前扉枠１３の浮き上がりが防
止できる。それ故、前扉枠１３を浮かしての不正行為等が抑制されるようになっている。
【００８８】
　図５の左側となる開閉軸線とは反対側の補強板１３２には鉤形状をなす上下一対の鉤金
具１５５，１５６が取り付けられている。これら鉤金具１５５，１５６は、後方に延び、
本体枠１２に設けた挿入孔８７，８８（図３参照）に対応するようにして設けられている
。本体枠１２に対して前扉枠１３を閉鎖した際、鉤金具１５５，１５６が本体枠１２側の
挿入孔８７，８８に挿入されて施錠装置により施錠状態とされるようになっている。
【００８９】
　下側の補強板１３４には、前記発射レール６１に対向する位置に樹脂ケース１３６が取
り付けられている。樹脂ケース１３６には、前記貸球操作部１２０用の回路基板が収容さ
れている。樹脂ケース１３６の背面（図５に見える面）は平坦状をなし、前扉枠１３を閉
じた際に発射レール６１の側壁を構成するようになっている。故に、発射レール６１から
遊技球が前方にこぼれ落ちることが防止される。
【００９０】
　下側の補強板１３４の一部を切り欠いた部位には、パチンコ機１０後方に向けて球通路
樋１３８が設置されており、球通路樋１３８の少なくとも上方には、同じくパチンコ機１
０後方に向けて延びる庇（ひさし）部１３９が設けられている。この場合、本体枠１２側
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に前扉枠１３を閉じた状態では、球通路樋１３８と庇部１３９との間に、本体枠１２側の
連通口７２上辺に沿って延びる突条が入り込むようにして配置される。故に、球通路樋１
３８より針金やフィルム等を侵入させて不正行為を行おうとしても、遊技領域にまで針金
やフィルム等を侵入させることが非常に困難となる。結果として、針金やフィルム等を利
用して行われる不正行為を防止することができる。
【００９１】
　上述した補強板１３１～１３４はガラス支持用の金枠としての機能も兼ね備えており、
これら補強板１３１～１３４の内側が後方に折り返されてガラス保持溝が形成されている
。ガラス保持溝は前後に２列形成されており、矩形状をなす前後一対のガラス１３７が各
ガラス保持溝にて保持される。これにより、２枚のガラス１３７が前後に所定間隔を隔て
て取着されている。
【００９２】
　前扉枠１３を閉じた状態にあっては、内外のレール部５１，５２間に形成された球案内
通路の一部が前扉枠１３により覆い隠される構成となっている。それ故、球案内通路では
手前側の開放部がガラス１３７で覆えない部分ができてしまう。かかる場合、例えば、遊
技球発射装置より発射された遊技球が戻り球防止部材５４まで至らず戻ってくると、遊技
球が球案内通路外に飛び出したり、外レール部５２とガラス１３７との間にできる隙間に
挟まってしまうおそれがある。そこで本実施の形態では、前扉枠１３に、球案内通路の手
前側開放部を被覆するためのレールカバー１４０を取り付けている。レールカバー１４０
は略円弧状をなす板体であって、透明な樹脂により形成されている。レールカバー１４０
は、その円弧形状が前記球案内通路の形状に対応しており、窓部１０１の周縁部に沿って
、球案内通路の基端部から先端部近傍までの区間を覆うようになっている。特にレールカ
バー１４０の内径側の寸法・形状は内レール部５１のそれにほぼ一致する。また、レール
カバー１４０の右端部（すなわち、レールカバー１４０を前扉枠１３に取着した図５の状
態で右端となる部位）には、球案内通路がガラス１３７の側縁部からはみ出した部分を被
覆するための被覆部１４１が設けられている。以上のレールカバー１４０の構成により、
前扉枠１３が閉じられた状態においては、レールカバー１４０の裏面が球案内通路のほぼ
全域を覆うこととなって、遊技球が球案内通路外に飛び出したり、外レール部５２とガラ
ス１３７との間にできる隙間に挟まってしまうといった不具合の発生を防止することがで
きる。
【００９３】
　また、レールカバー１４０の下部裏側には、その内側縁に沿って円弧状に延び且つ後方
へ向けて突出する突条１４２が形成されている。突条１４２は、前扉枠１３が閉じられた
状態において、球案内通路内に入り込んだ状態で内レール部５１に重なり合うように配置
される。従って、例えば前扉枠１３と本体枠１２との隙間から針金やフィルム等を侵入さ
せて不正行為を行おうとしても、球案内通路の内側にある遊技領域にまで針金やフィルム
等を侵入させることが非常に困難となる。その結果、針金やフィルム等を利用して行われ
る不正行為を防止することができる。なお、突条１４２をより広い範囲で、例えばレール
カバー１４０の内側縁の全域に沿って形成する構成としても良く、かかる構成によれば、
より広い範囲で針金やフィルム等を侵入させにくくなり、針金やフィルム等を利用して行
われる不正行為をより確実に防止することができる。
【００９４】
　次に、パチンコ機１０の背面の構成を説明する。なお、図６はパチンコ機１０の背面図
、図７はパチンコ機１０の背面構成を主要部品毎に分解して示す分解斜視図である。
【００９５】
　まず、パチンコ機１０の背面構成について全体の概要を説明する。パチンコ機１０の背
面側には、各種制御装置（各種制御基板）が上下左右に並べられるようにして又は前後に
重ねられるようにして配置されるとともに、遊技球を供給するための遊技球供給装置（払
出機構）や樹脂製の保護カバー等が取り付けられている。本実施の形態では、各種制御装
置を２つの取付台に分けて搭載して２つの制御基板ユニットを構成し、それら制御基板ユ



(17) JP 4715217 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

ニットを個別に本体枠１２又は遊技盤３０の裏面に装着するようにしている。この場合、
主制御装置２７１（主基板２８０）と音声ランプ制御装置２７２（音声ランプ制御基板）
とを一方の取付台に搭載してユニット化すると共に、払出制御装置３１１（払出制御基板
）、発射制御装置３１２（発射制御基板）及び電源装置３１３（電源基板）を他方の取付
台に搭載してユニット化している。以下においては、便宜上、前者のユニットを「第１制
御基板ユニット２０１」と称し、後者のユニットを「第２制御基板ユニット２０２」と称
することとする。また、払出機構及び保護カバーも１ユニットとして一体化され、一般に
樹脂部分を裏パックと称することもあるため、ここではそのユニットを「裏パックユニッ
ト２０３」と称する。各ユニット２０１～２０３の詳細な構成については後述する。
【００９６】
　第１制御基板ユニット２０１、第２制御基板ユニット２０２及び裏パックユニット２０
３は、ユニット単位で何ら工具等を用いずに着脱できるよう構成されるとともに、一部に
支軸部を設けて本体枠１２又は遊技盤３０の裏面に対して展開できる構成となっている。
これは、各ユニット２０１～２０３やその他構成が前後に重ねて配置された場合に隠れた
部位を容易に確認することを可能とするための工夫でもある。実際には、図８の概略図に
示すように、略Ｌ字状をなす第１制御基板ユニット２０１はパチンコ機１０のほぼ中央に
配置され、その下方に第２制御基板ユニット２０２が配置されている。また、第１制御基
板ユニット２０１に一部重複する領域に、裏パックユニット２０３が配置されている。
【００９７】
　第１制御基板ユニット２０１にはパチンコ機１０の背面から見て左端部に支軸部Ｍ１が
設けられ、その支軸部Ｍ１による軸線Ａを中心に第１制御基板ユニット２０１が回動可能
となっている。また、第１制御基板ユニット２０１には、その右端部すなわち支軸部Ｍ１
の反対側となる開放端側に、ナイラッチ（登録商標）等よりなる締結部Ｍ２が設けられる
と共に上端部に係止爪部Ｍ３が設けられており、これら締結部Ｍ２及び係止爪部Ｍ３によ
って第１制御基板ユニット２０１がパチンコ機１０本体の裏面に沿った状態に保持される
ようになっている。また、第２制御基板ユニット２０２にはパチンコ機１０の背面から見
て右端部に支軸部Ｍ４が設けられ、その支軸部Ｍ４による軸線Ｂを中心に第２制御基板ユ
ニット２０２が回動可能となっている。また、第２制御基板ユニット２０２には、その左
端部すなわち支軸部Ｍ４の反対側となる開放端側に、ナイラッチ等よりなる締結部Ｍ５が
設けられており、この締結部Ｍ５によって第２制御基板ユニット２０２がパチンコ機１０
本体の裏面に沿った状態に保持されるようになっている。さらに、裏パックユニット２０
３にはパチンコ機１０の背面から見て右端部に支軸部Ｍ６が設けられ、その支軸部Ｍ６に
よる軸線Ｃを中心に裏パックユニット２０３が回動可能となっている。また、裏パックユ
ニット２０３には、その左端部すなわち支軸部Ｍ６の反対側となる開放端側にナイラッチ
等よりなる締結部Ｍ７が設けられるとともに、上端部及び下端部にそれぞれ回動式の係止
部Ｍ８，Ｍ９が設けられており、これら締結部Ｍ７及び係止部Ｍ８，Ｍ９によって裏パッ
クユニット２０３がパチンコ機１０本体の裏面に沿った状態に保持されるようになってい
る。
【００９８】
　各ユニット２０１～２０３を回動可能に支持する支軸部Ｍ１，Ｍ４，Ｍ６は、各ユニッ
ト２０１～２０３をパチンコ機１０の裏面から開いた状態で容易に取り外し可能なヒンジ
構造となっている。簡単に説明すると、第１制御基板ユニット２０１については、締結部
Ｍ２の締結及び係止爪部Ｍ３の係止を解除すると共に、当該ユニット２０１を軸線Ａを中
心に回動させて展開し、その状態で持ち上げる。これにより、裏パックユニット２０３が
ない前提であれば、第１制御基板ユニット２０１を取り外すことができる。また、第２制
御基板ユニット２０２については、締結部Ｍ５の締結を解除すると共に、当該ユニット２
０２を軸線Ｂを中心に回動させて展開し、その状態で持ち上げる。これにより、第２制御
基板ユニット２０２を取り外すことができる。さらに、裏パックユニット２０３について
は、締結部Ｍ７の締結及び係止部Ｍ８，Ｍ９の係止を解除すると共に、当該ユニット２０
３を軸線Ｃを中心に回動させて展開し、その状態で持ち上げる。これにより、裏パックユ
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ニット２０３を取り外すことができる。
【００９９】
　ここで、各ユニット２０１～２０３の展開方向は同一でなく、第１制御基板ユニット２
０１は、パチンコ機１０の背面から見て左開きになるのに対し、第２制御基板ユニット２
０２及び裏パックユニット２０３は、同右開きになるよう構成されている。この場合、第
１制御基板ユニット２０１は、裏パックユニット２０３に一部重複して設けられるため、
裏パックユニット２０３を開かないことには第１制御基板ユニット２０１を取り外すこと
が不可能であり、さらに言うと、第１制御基板ユニット２０１及び裏パックユニット２０
３が各々逆方向に展開する構成であるため、裏パックユニット２０３を所定角度以上に大
きく開いた状態又は同ユニット２０３を取り外した状態でなければ第１制御基板ユニット
２０１を取り外すことが不可能である。従って、第１制御基板ユニット２０１を取り外す
ことに着目すると、他のユニット２０２，２０３に比べて取り外しが困難な構成となって
いる。さらに、施錠装置をキー操作して外枠１１に対して本体枠１２を開放しなければ、
裏パックユニット２０３を開くことができない構成となっているため、より一層第１制御
基板ユニット２０１の取り外しが困難なものとなっている。より具体的な構成については
後述する。
【０１００】
　次に、本体枠１２及び遊技盤３０の裏面構成を説明する。なお、図９は本体枠１２に遊
技盤３０を組み付けた状態でかつ前記各ユニット２０１～２０３等を取り外した状態の構
成を示す背面図、図１０は本体枠１２を後方より見た斜視図、図１１は遊技盤３０を後方
より見た斜視図である。
【０１０１】
　遊技盤３０は、樹脂ベース２５に囲まれた四角枠状の設置領域に裏面側より設置され、
本体枠１２に設けられた複数（本実施の形態では４カ所）の係止固定具２１１，２１２に
よって後方へ脱落しないように固定されている。係止固定具２１１，２１２は手動で回動
操作することができ、固定位置（ロック位置）と固定解除位置（アンロック位置）とに切
り換えることができるよう構成されている。図９にはロック状態を示す。左右３カ所の係
止固定具２１１は金属片を折り曲げ形成したＬ型の金具であり、遊技盤３０の固定状態で
本体枠１２の外方へ張り出さないよう構成されている。なお、下部１カ所の係止固定具２
１２は合成樹脂製のＩ型の留め具である。
【０１０２】
　遊技盤３０の中央に配置される可変表示ユニット３５には、センターフレーム４３（図
４参照）を背後から覆う合成樹脂製のフレームカバー２１３が後方に突出して設けられて
おり、そのフレームカバー２１３の後端に、図柄表示装置４１と表示制御手段としての表
示制御装置２１４とが前後に重ねられた状態で着脱可能に取り付けられている。フレーム
カバー２１３内には、センターフレーム４３に内蔵されたＬＥＤ等を駆動するためのＬＥ
Ｄ制御基板などが配設されている。
【０１０３】
　遊技盤３０の裏面には、可変表示ユニット３５を取り囲むようにして集合板ユニット２
１５が設けられている。集合板ユニット２１５は、薄板状の枠体として例えばＡＢＳ樹脂
等の合成樹脂により成形されるベースを有し、そのベース面が遊技盤３０の裏面に当接さ
れるようにして取り付けられている。集合板ユニット２１５には、各種入賞口に入賞した
遊技球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検知するた
めの入賞検知機構などが設けられている。
【０１０４】
　遊技球回収機構について説明すると、集合板ユニット２１５の下方には、前記一般入賞
口３１、可変入賞装置３２、作動口３３の遊技盤開口部に対応し且つ下流側で１カ所に集
合する回収通路２１６が形成されている。また、遊技盤３０の下方には、本体枠１２にポ
リカーボネート樹脂等の合成樹脂製の排出通路盤２１７が取り付けられており、排出通路
盤２１７には排出球をパチンコ機１０外部の例えば遊技ホールの島設備等へ案内するため
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の排出通路２１８が形成されている。従って、図９に仮想線で例示するように、一般入賞
口３１等に入賞した遊技球は何れも集合板ユニット２１５の回収通路２１６を介して集合
し、さらに排出通路盤２１７の排出通路２１８を介してパチンコ機１０外部に排出される
。なお、アウト口３６も同様に排出通路２１８に通じており、何れの入賞口にも入賞しな
かった遊技球も排出通路２１８を介してパチンコ機１０外部に排出される。上記構成では
、遊技盤３０の下端面を境界にして、上方に集合板ユニット２１５（回収通路２１６）が
、下方に排出通路盤２１７（排出通路２１８）が設けられており、排出通路盤２１７が遊
技盤３０に対して前後方向に重複していない。従って、遊技盤３０を本体枠１２から取り
外す際において、排出通路盤１７が遊技盤取り外しの妨げになるといった不都合が生じる
こともない。
【０１０５】
　なお、排出通路盤２１７は、パチンコ機１０前面の上皿２３の裏側に配置されており、
上皿２３に至る球排出口（図２の球通路樋１３８）より針金やフィルム等を差し込み、さ
らにその針金やフィルム等を本体枠１２と排出通路盤２１７との隙間を通じて遊技領域側
に侵入させるといった不正行為が考えられる。そこで、本パチンコ機１０では、図１０に
示すように、排出通路盤２１７には、球通路樋１３８の上部位置に対応する高さ位置に、
本体枠１２に重なり合うようにしてパチンコ機１０前方に延びるプレート２１９を設けた
。従って、本体枠１２と排出通路盤２１７との隙間から針金やフィルム等を侵入させよう
としてもそれがプレート２１９にて阻害され、遊技領域にまで針金やフィルム等を侵入さ
せることが非常に困難となる。その結果、針金やフィルム等を利用して可変入賞装置３２
を強制的に開放する等の不正行為を防止することができる。
【０１０６】
　入賞検知機構について説明すると、集合板ユニット２１５には、遊技盤３０表側の一般
入賞口３１と対応する位置に入賞口スイッチ２２１が設けられ、可変入賞装置３２と対応
する位置に特定領域スイッチ２２２及びカウントスイッチ２２３が設けられている。特定
領域スイッチ２２２は、可変入賞装置３２へ入賞した遊技球が特定領域に入ったことを判
定するスイッチである。特定領域とはラウンドの更新可否を判定するための領域であり、
Ｖゾーンとも称されている。カウントスイッチ２２３は、可変入賞装置３２に入賞した遊
技球の数をカウントするスイッチである。また、作動口３３に対応する位置には作動口３
３への遊技球の入賞を検知する作動口スイッチ２２４が設けられ、スルーゲート３４に対
応する位置にはスルーゲート３４の遊技球の通過を検知するゲートスイッチ２２５が設け
られている。入賞口スイッチ２２１及びゲートスイッチ２２５は電気配線を通じて盤面中
継基板２２６に接続され、特定領域スイッチ２２２及びカウントスイッチ２２３は大入賞
口中継基板２２７に接続されている。そして、盤面中継基板２２６及び大入賞口中継基板
２２７が主制御装置２７１に接続されている。作動口スイッチ２２４は中継基板を介さず
に直接主制御装置２７１に接続されている。その他図示は省略するが、可変入賞装置３２
には、大入賞口の開閉扉を開放するための大入賞口ソレノイドと、入賞球を特定領域かそ
の他の領域に振り分けるための振分板を駆動する入賞球振分板ソレノイドとが設けられ、
作動口３３には、それに付随する電動役物を開放するための作動口ソレノイドが設けられ
ている。
【０１０７】
　上記入賞検知機構にて各々検出された検出結果は主制御装置２７１に取り込まれ、該主
制御装置２７１よりその都度の入賞状況に応じた払出指令（遊技球の払出個数）が払出制
御装置３１１に送信される。そして、払出制御装置３１１の出力により所定数の遊技球の
払出が実行されるようになっている。ここで、従来のいわゆる証拠球方式では、各種入賞
口に入賞した遊技球を入賞球処理装置に一旦集め、その入賞球処理装置で入賞球の存在を
１つずつ順番に確認した上で払出を行うようにしていたが、本実施の形態のパチンコ機１
０では、各種入賞口毎に遊技球の入賞を電気的に検知して払出が直ちに行われるようにし
ているため、払い出す遊技球が多量にあってもその払出をいち早く実施することが可能と
なるとともに、入賞球処理装置が不要となる。
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【０１０８】
　集合板ユニット２１５には、その右上部に盤用外部端子板２３０が設けられている。盤
用外部端子板２３０には、第１図柄の変動が停止（確定）する毎に信号出力するための出
力端子と、大当たり状態又は第１図柄の変動時間短縮時に信号出力するための出力端子と
、大当たり状態下で信号出力するための出力端子とが設けられている。そして、これらの
出力端子を通じて、遊技ホール側の管理制御装置に対して遊技（遊技盤３０側の状態）に
関する信号が出力される。盤用外部端子板２３０は、取り外し容易な状態で集合板ユニッ
ト２１５に取り付けられている。なお、図９に示すように、本体枠１２裏側の左下部には
、打球槌等を備えるセットハンドル２２８及び発射モータ２２９が設けられている。
【０１０９】
　集合板ユニット２１５には、第１制御基板ユニット２０１を取り付けるための取付機構
が設けられている。具体的には、この取付機構として、遊技盤３０の裏面から見て左下隅
部には上下方向に延びる軸受け金具２３１が設けられ、この軸受け金具２３１には同一軸
線上に上下一対の軸受け孔２３１ａが形成されている。また、遊技盤３０において、軸受
け金具２３１の右方には上下一対の被締結孔（具体的にはナイラッチの取付孔）２３２が
設けられ、軸受け金具２３１の上方には係止爪片２３３が設けられている。
【０１１０】
　本体枠１２の裏面には、第２制御基板ユニット２０２や裏パックユニット２０３を取り
付けるための取付機構が設けられている。具体的には、本体枠１２にはその右端部に長尺
状の軸受け金具２３５が取り付けられている。この軸受け金具２３５は補強部材としても
機能する。図１２に示すように、軸受け金具２３５は遊技盤３０よりも下方へ延びる長尺
板状の金具本体２３６を有し、その金具本体２３６より後方へ起立させるようにして、下
部２カ所に第２制御基板ユニット２０２用の軸受け部２３７が形成されると共に、上部２
カ所に裏パックユニット２０３用の軸受け部２３８が形成されている。これら軸受け部２
３７，２３８にはそれぞれ同軸の軸受け孔が形成されている。なお、第２制御基板ユニッ
ト２０２用の軸受け部２３７と裏パックユニット２０３用の軸受け部２３８とを各々個別
の軸受け金具で構成することも可能である。その他、第２制御基板ユニット２０２用の取
付機構として、本体枠１２には、遊技盤３０設置領域よりも下方左端部に上下一対の被締
結孔（具体的には、ナイラッチの取付孔）２３９が設けられている。また、裏パックユニ
ット２０３用の取付機構として、本体枠１２には、遊技盤３０設置領域の左端部に上下一
対の被締結孔（具体的には、ナイラッチの取付孔）２４０が設けられている。本体枠１２
において遊技盤３０の左上方、右寄り上方及び右寄り下方の各位置には、遊技盤３０との
間に裏パックユニット２０３を挟み込んで支持するための回動式の固定具２４１，２４２
，２４３がそれぞれ設けられている。なお、裏パックユニット２０３は、その上部に大量
の遊技球を貯留することから、裏パックユニット２０３の上部を支持するための固定具２
４１，２４２に関しては特に十分な強度を持つ構成とするのが望ましく、本実施の形態で
は回動式の固定具を用いている。
【０１１１】
　上記の如く本体枠１２の左右一側部（図９では右側部）には長尺状の軸受け金具２３５
が設けられる一方、本体枠１２の左右他側部（図９では左側部）には施錠装置が設けられ
ている。施錠装置は、上下方向に延び本体枠１２に固定された基枠２４７と、その基枠２
４７に対して上下方向に移動可能に組み付けられた長尺状の連動杆２４８とを備え、基枠
２４７の下部に前記シリンダ錠９１が一体化されている。連動杆２４８は、シリンダ錠９
１の操作により上下いずれかの方向に移動する。連動杆２４８には、鉤形状をなす上下一
対の鉤金具２４９が設けられており、外枠１１に対して本体枠１２を閉鎖した際には、鉤
金具２４９が外枠１１側の支持金具（図示略）に係止され、施錠装置により施錠状態とさ
れるようになっている。この場合、シリンダ錠９１の操作によって連動杆２４８が上方向
に移動すると、外枠１１に対する本体枠１２の施錠が解除される。逆に、シリンダ錠９１
の操作によって連動杆２４８が下方向に移動すると、本体枠１２に対する前扉枠１３の施
錠が解除される。
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【０１１２】
　なお、本体枠１２の左右側部に軸受け金具２３５と施錠装置（基枠２４７、連動杆２４
８等）とが振り分けられる上記構成において、これら軸受け金具２３５及び施錠装置（基
枠２４７、連動杆２４８等）を配置するための領域を残した幅となるようにして、本体枠
１２に前記遊技盤３０が取り付けられている。
【０１１３】
　本体枠１２の背面における遊技盤３０の右下部には、後述する払出機構より払い出され
る遊技球を上皿２３、下皿１６又は排出通路２１８の何れかに振り分けるための遊技球分
配部２４５が設けられている。遊技球分配部２４５は、左側の開口部２４５ａが第１排出
口６６を介して上皿２３に通じ、中央の開口部２４５ｂが第２排出口６７を介して下皿１
６に通じ、右側の開口部２４５ｃが排出通路２１８に通じるように、各通路が形成されて
いる。遊技球分配部２４５は、本体枠１２に対してネジ等により強固に取り付けられてい
る。従って、遊技球分配部２４５の設置部位における浮き上がりが防止され、隙間から針
金やフィルム等を侵入させることによる不正行為が防止できるようになっている。なお、
本体枠１２の下端部には、奥壁パネル１７の裏側に設置されたスピーカ２０の背後を囲む
ための合成樹脂製のスピーカボックス２４６が取り付けられており、スピーカボックス２
４６がスピーカ音を後方へ逃さないように機能することで低音域の音質改善が図られてい
る。
【０１１４】
　次に、第１制御基板ユニット２０１の構成を図１３～図１９に基づいて説明する。図１
３は第１制御基板ユニット２０１の正面図、図１４は第１制御基板ユニット２０１の斜視
図、図１５は第１制御基板ユニット２０１の分解斜視図、図１６は第１制御基板ユニット
２０１を裏面から見た分解斜視図である。また、図１７は、第１制御基板ユニット２０１
を構成する主制御装置２７１についてコネクタ搭載部周辺の断面構成（図１３のＡ－Ａ線
断面に相当）を示す断面図、図１８は、図１７に示す各構成部材を上下に分離して示す断
面図、図１９は、同じくコネクタ搭載部周辺の構成についての分解斜視図である。
【０１１５】
　第１制御基板ユニット２０１は略Ｌ字状をなす取付台２５１を有し、取付台２５１に主
制御装置２７１と音声ランプ制御装置２７２とが搭載されている。主制御装置２７１は、
主たる制御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要な
データを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱
数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等を含む
主基板２８０を具備しており、主基板２８０が透明樹脂材料等よりなる被包手段としての
基板ボックス２７３に収容されて構成されている。
【０１１６】
　主基板２８０は、絶縁体からなる板材の表面に電気回路の配線プリントを施し、その上
に電子部品等を実装した基板である。主基板２８０の表面側には、基板周縁部に複数のコ
ネクタ２８１が固定されている。これらコネクタ２８１にはハーネス（配線束）Ｈ１のコ
ネクタ端子Ｈ２が結合され、ハーネスＨ１を介して主基板２８０と他の基板（払出制御基
板や各種中継基板等）との電気的な接続がなされるようになっている。
【０１１７】
　基板ボックス２７３は、略長方形板状をなすボックスベース２８２と、該ボックスベー
ス２８２上に被さるようにして設けられるボックスカバー２８３とを備えている。ボック
スカバー２８３には、各コネクタ２８１の搭載位置にそれぞれ開口部２８３ａが設けられ
ており、この開口部２８３ａを通じて各コネクタ２８１が基板ボックス外部に露出し、ハ
ーネスＨ１（コネクタ端子Ｈ２）との結合が可能となっている。ボックスカバー２８３の
開口部２８３ａの周りには、基板ボックスの厚さ方向（主基板２８０に向かって垂直方向
）に延びるようにして周壁部２８３ｂが形成されている（図１７等参照）。
【０１１８】
　ここで、コネクタ周辺の構成を図１７～図１９を用いて詳細に説明する。コネクタ２８
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１は絶縁性樹脂により直方体状に成形されたものであり、該コネクタ２８１には図の上方
に開放された端子差込穴２８１ａが設けられている。この端子差込穴２８１ａにコネクタ
端子Ｈ２が着脱可能に差し込まれる。コネクタ２８１の底部には、前記端子差込穴２８１
ａに差し込まれたコネクタ端子Ｈ２に電気的に接続される複数本（ここでは８本）の接続
ピン２８４が設けられている。
【０１１９】
　スペーサ部材２９１は、主基板２８０とコネクタ２８１との間に介在される介在部材で
あり、例えば透明樹脂材料により略長方形状に成形されている。このスペーサ部材２９１
は、ボックスカバー２８３の開口部２８３ａを塞ぐに足りる大きさを有しており（すなわ
ち、スペーサ部材２９１の外周輪郭部分は開口部２８３ａの周縁よりも大きい）、その中
央部分には、前記コネクタ２８１の各接続ピン２８４をまとめて挿通可能であり且つ同コ
ネクタ２８１の底部よりも小さい開口面積を有する開口部２９２が形成されている。また
、スペーサ部材２９１の底面側（図の下面側）には、開口部２９２を囲むようにして複数
箇所（ここでは６カ所）に突起２９３が設けられている。なお、スペーサ部材２９１は、
透明材料で成形されていることが最たる要件であり、材料の限定は特にないが、例えばポ
リプチレン、ポリエーテル、ナイロン（商標名）、ガラス繊維入りナイロン等が使用でき
る。スペーサ部材２９１は、無色透明である他、比較的薄い色であれば（すなわち、基板
表面の視認が可能であれば）有色透明であっても良い。
【０１２０】
　主基板２８０には、前記コネクタ２８１の接続ピン２８４を挿通させるための複数（こ
こでは８個）の貫通穴２８６が形成されている。また、同じく主基板２８０には、貫通穴
２８６を囲むようにして前記スペーサ部材２９１の突起２９３を差し入れるための複数（
ここでは６個）のスペーサ位置決め穴２８７が形成されている。ここで、貫通穴２８６は
基板上下に貫通するようにして形成される一方、スペーサ位置決め穴２８７は基板上面側
から所定深さを有する穴として形成されている。特にスペーサ位置決め穴２８７は、前記
スペーサ部材２９１の突起２９３よりも浅い穴となっており、スペーサ部材２９１を主基
板２８０上に設置した状態では、主基板２８０とスペーサ部材２９１とが離間し、その両
者間に所定の空間ＳＰが形成されるようになっている。
【０１２１】
　このとき、空間ＳＰにおける主基板２８０とスペーサ部材２９１との間の間隔（図の上
下高さ）は１ｍｍ程度である。ただし、同空間ＳＰの間隔（図の上下高さ）は、少なくと
も０．５ｍｍ以上であると良く、１ｍｍとする以外に、０．５ｍｍ程度とする、１．５ｍ
ｍ程度とする、２ｍｍ程度とするなどの構成が可能である。
【０１２２】
　なお、図１９において、貫通穴２８６を囲む点線枠は主基板２８０上における接続ピン
設置領域を示し、スペーサ位置決め穴２８７を囲む点線枠は主基板２８０上におけるスペ
ーサ部材２９１の搭載領域を示す。
【０１２３】
　そして、主制御装置２７１の組み付け時には、主基板２８０に形成したスペーサ位置決
め穴２８７にスペーサ部材２９１の突起２９３が差し入れられ、同スペーサ部材２９１が
主基板２８０上に設置される。次に、主基板２８０にコネクタ２８１が取り付けられる。
詳しくは、コネクタ２８０の接続ピン２８４がスペーサ部材２９１の開口部２９２を通じ
て主基板２８０の貫通穴２８６に差し入れられる。そしてこの状態で、主基板２８０の裏
面側において、接続ピン２８４に対してフロー半田付け手法等により半田付けが行われ、
コネクタ２８１が主基板２８０に固定される。因みに、フロー半田付けでは、溶融半田が
噴流モータ等により持ち上げられて接続ピンに対する半田付けが行われる。
【０１２４】
　このとき、半田は、毛管現象により接続ピン２８４と貫通穴２８６内壁との間の微小隙
間を通って基板表面側に流れ出る。したがって、仮に、スペーサ部材２９１の下面ほぼ全
体が基板表面に当接しスペーサ部材２９１と基板表面との間が微小隙間となっている構成
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では、スペーサ部材２９１に半田が付着してその透明性が低下したり、スペーサ部材２９
１と基板表面との微小隙間の毛管現象により半田が広がって接続ピン２８４間のショート
不良等が生じたりするおそれが懸念される。これに対し本実施の形態の構成によれば、基
板表面側には、基板表面とスペーサ部材２９１との間に空間ＳＰが形成されているため、
半田の流れ出しによる不具合が回避できる。つまり、貫通穴２８６を介して半田が基板表
面側に流れ出たとしても、基板表面側では空間ＳＰが形成されているため、半田がスペー
サ部材２９１に付着することはない。したがって、スペーサ部材２９１が半田で汚れてし
まい、そのスペーサ部材２９１を通じての視認性が悪化するといった不都合は生じない。
また、半田の広がりが抑制されるため、複数の接続ピン２８４間のショート不良解消でき
る。
【０１２５】
　上記のように主基板２８０上にコネクタ２８１が固定された後、主基板２８０がボック
スベース２８２上に固定され、その状態で主基板２８０の表面側にボックスカバー２８３
が被せられる。このとき、ボックスカバー２８３の周壁部２８３ｂの下端部がスペーサ部
材２９１の上面に当接する。
【０１２６】
　図１７に示す状態の主制御装置２７１では、ボックスカバー２８３の開口部２８３ａに
おいてコネクタ２８１との間に隙間ができるが、スペーサ部材２９１によって主基板２８
０の表面が露出されないようになっている。したがって、ボックスカバー２８３の開口部
２８３ａを通じて行われる主基板２８０への不正行為を抑制することができる。またこの
とき、スペーサ部材２９１は透明体であるため、主基板２８０の表面が視認不可となるこ
とはなく、仮に主基板２８０表面で不正行為が施されたり何らかの不具合が生じたりして
もそれらの発見が容易となる。
【０１２７】
　なお、主基板２８０に形成したスペーサ位置決め穴２８７は基板上下に貫通する貫通穴
であっても良い。ただしこの場合、スペーサ部材２９１を主基板２８０上に設置した状態
において、主基板２８０とスペーサ部材２９１とが離間した状態となりその両者間に所定
の空間ＳＰが形成されるよう、スペーサ部材２９１の突起２９３を長くするとともに突起
２９３の基板部をスペーサ固定穴の穴径よりも太くすると良い。
【０１２８】
　また、スペーサ部材２９１に設けた突起２９３は、直線状又は曲線状に延びる突条であ
っても良い。
【０１２９】
　なお、制御装置のコネクタに関する特徴的な構成は、主制御装置２７１以外の制御装置
や中継基板装置にも適用できる。
【０１３０】
　基板ボックス２７３のボックスベース２８２とボックスカバー２８３とは封印手段とし
ての封印ユニット２７４によって開封不能に連結され、これにより基板ボックス２７３が
封印されている。
【０１３１】
　封印ユニット２７４はボックスベース２８２とボックスカバー２８３とを開封不能に連
結する構成であれば任意の構成が適用できるが、ここでは図１４等に示すように、５つの
封印部材が連結された構成となっており、この封印部材の長孔に係止爪を挿入することで
ボックスベース２８２とボックスカバー２８３とが開封不能に連結されるようになってい
る。封印ユニット２７４による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一
不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、
一旦開封した後でも再度封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、封印ユニット
２７４を構成する５つの封印部材のうち、少なくとも一つの封印部材の長孔に係止爪を挿
入することにより封印処理が行われる。そして、収容した主基板２８０の不具合発生の際
や主基板２８０の検査の際など基板ボックス２７３を開封する場合には、係止爪が挿入さ
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れた封印部材と他の封印部材との連結を切断する。その後、再度封印処理する場合は他の
封印部材の長孔に係止爪を挿入する。基板ボックス２７３の開封を行った旨の履歴を当該
基板ボックス２７３に残しておけば、基板ボックス２７３を見ることで不正な開封が行わ
れた旨が容易に発見できる。
【０１３２】
　音声ランプ制御装置２７２は、例えば主制御装置２７１（主基板２８０）又は表示制御
装置２１４からの指示に従い音声やランプ表示の制御を司るＣＰＵや、その他ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ、各種ポート等を含む音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基板が透
明樹脂材料等よりなる基板ボックス２７５に収容されて構成されている。音声ランプ制御
装置２７２上には電源中継基板２７６が搭載されており、電源装置３１３の電源が電源中
継基板２７６を介して表示制御装置２１４及び音声ランプ制御装置２７２に供給されるよ
うになっている。
【０１３３】
　取付台２５１は、ポリカーボネート樹脂等の合成樹脂製であり、例えば緑や青等に着色
されて不透明とされている。但し、取付台２５１は無色透明又は半透明であってもよい。
取付台２５１の表面には平坦状をなす２つの基板搭載面２５２，２５３が設けられている
。これら基板搭載面２５２，２５３は縦横に直交する向きに延び、前後方向に段差をもっ
て形成されている。基板搭載面２５２の上縁部及び下縁部にはそれぞれ、基板搭載面２５
２より起立した起立部２５４が一体成形されている。そして、横長の基板搭載面２５２上
に主制御装置２７１が配置されると共に、縦長の基板搭載面２５３上に音声ランプ制御装
置２７２が配置される。このとき、主制御装置２７１は、上下の側部が起立部２５４にて
支えられる。また、音声ランプ制御装置１７２は、複数箇所でネジ等により基板搭載面２
５３に固定される。
【０１３４】
　ここで、図１５及び図１６に示すように、基板搭載面２５２には、左右２カ所に横長形
状の貫通孔２５６が形成されている。一方、主制御装置２７１の基板ボックス２７３には
、その裏面の左右２カ所に回動操作式の固定具２７７が設けられている。主制御装置２７
１を基板搭載面２５２に搭載する際には、基板搭載面２５２の貫通孔２５６に固定具２７
７が挿通されるように主制御装置２７１を載置し、その状態で固定具２７７を回動操作す
ることで主制御装置２７１がロックされる。従って、主制御装置２７１は第１制御基板ユ
ニット２０１の裏面側から固定具２７７をロック解除しなければ取り外しできないため、
基板取り外し等の不正行為に対して抑止効果が得られる。
【０１３５】
　また、取付台２５１において、主制御装置２７１用の基板搭載面２５２の下方には、基
板搭載面２５２の裏面空間に通じる開口を遮蔽するための遮蔽部２５７が設けられている
。従って、基板搭載面２５２の下方より取付台２５１の裏面に手などを差し入れることが
阻止され、固定具２７７のロック状態を不正に解除することができないようになっている
。また、第１制御基板ユニット２０１をパチンコ機１０裏面に搭載した状態では、当該ユ
ニット２０１の上部が裏パックユニット２０３により覆われるため、やはり取付台２５１
の裏面に手などを差し入れることが阻止され、固定具２７７のロック状態を不正に解除す
ることができないようになっている。
【０１３６】
　前述した通り、第１制御基板ユニット２０１は、裏パックユニット２０３を所定角度以
上に大きく開いた状態又は同ユニット２０３を取り外した状態でなければ取り外すことが
不可能であり、また、施錠装置を正しくキー操作して外枠１１に対して本体枠１２を開放
しなければ、裏パックユニット２０３を開くことができない構成となっている。つまり、
本体枠１２を開くことができなければ、結果的に第１制御基板ユニット２０１を回動させ
たり取り外すことができず、ひいては主制御装置２７１の取り外しも不可能となる。それ
故、主制御装置２７１の不正な載せ替えや盗難等を効果的に防止することができる。
【０１３７】
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　主制御装置２７１は、パチンコ機１０裏面から見て手前側に配置され、音声ランプ制御
装置２７２はその奥側に配置される。この場合、基板搭載面２５２，２５３が前後方向に
段差をもって形成されているため、これら基板搭載面２５２，２５３に主制御装置２７１
及び音声ランプ制御装置２７２を搭載した状態において各制御装置２７１，２７２はその
一部を前後に重ねて配置される。つまり、図１４等にも見られるように、主制御装置２７
１はその一部（本実施の形態では１／３程度）が浮いた状態で配置される。故に、主制御
装置２７１に重なる領域まで音声ランプ制御装置２７２を拡張することが可能となり、ま
た別の見方をすれば音声ランプ制御装置２７２に重なる領域まで主制御装置２７１を拡張
することが可能となり、パチンコ機１０という限られた大きさの中にあっても、各制御基
板２７１，２７２の大型化に良好に対処できるとともに、各制御装置２７１，２７２を効
率良く設置できる。また、第１制御基板ユニット２０１を遊技盤３０に装着した状態では
、基板搭載面２５２の後方にスペースが確保され、可変入賞装置３２やその電気配線等が
無理なく設置できるようになっている。なお、基板搭載面２５２の裏面には格子状のリブ
２５８が設けられており、主制御装置２７１の支持強度が高められている。
【０１３８】
　取付台２５１の左端面には上下一対の掛止ピン２６１が設けられており、この掛止ピン
２６１を前記軸受け金具２３１に取り付けることで、第１制御基板ユニット２０１が遊技
盤３０に対して回動可能に片持ち支持される。取付台２５１の右端部には前記被締結孔２
３２にはめ込まれる締結具として上下一対のナイラッチ２６２が設けられている。取付台
２５１の上端部には前記係止爪片２３３が係止される長孔２６３が設けられている。従っ
て、ナイラッチ２６２を被締結孔２３２にはめ込むと共に、長孔２６３に係止爪片２３３
を係止させることで、第１制御基板ユニット２０１が遊技盤３０に固定される。なお、軸
受け金具２３１及び掛止ピン２６１が前記支軸部Ｍ１に、被締結孔２３２及びナイラッチ
２６２が前記締結部Ｍ２に、係止爪片２３３及び長孔２６３が前記係止爪部Ｍ３に、それ
ぞれ相当する。
【０１３９】
　次に、第２制御基板ユニット２０２の構成を図２０～図２２に基づいて説明する。図２
０は第２制御基板ユニット２０２の正面図、図２１は同ユニット２０２の斜視図、図２２
は同ユニット２０２の分解斜視図である。
【０１４０】
　第２制御基板ユニット２０２は横長形状をなす取付台３０１を有し、取付台３０１に払
出制御装置３１１、発射制御装置３１２、電源装置３１３及びカードユニット接続基板３
１４が搭載されている。払出制御装置３１１及び発射制御装置３１２は制御の中枢をなす
ＣＰＵや、その他ＲＯＭ、ＲＡＭ、各種ポート等を含む制御基板を具備している。払出制
御装置３１１の払出制御基板により、賞品球や貸出球の払出が制御される。発射制御装置
３１２の発射制御基板により、遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に従い発射モ
ータ２２９の制御が行われる。また、電源装置３１３の電源基板により、各種制御装置等
で要する所定の電源電圧が生成され出力される。カードユニット接続基板３１４は、パチ
ンコ機前面の貸球操作部１２０及び図示しないカードユニットに電気的に接続され、主と
して遊技者による球貸し操作の指令を取り込んでそれを払出制御装置３１１に出力するも
のである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿に遊技球が直接貸し出
される現金機では、カードユニット接続基板３１４は不要である。
【０１４１】
　上記払出制御装置３１１、発射制御装置３１２、電源装置３１３及びカードユニット接
続基板３１４は、透明樹脂材料等よりなる基板ボックス３１５，３１６，３１７，３１８
にそれぞれ収容されて構成されている。特に、払出制御装置３１１では、主制御装置２７
１と同様、被包手段を構成する基板ボックス３１５がボックスベースとボックスカバーと
を備え、それらが封印手段としての封印ユニット３１９によって開封不能に連結され、こ
れにより基板ボックス３１５が封印されている。払出制御装置３１１には状態復帰スイッ
チ３２１が設けられている。例えば、後述する払出モータの球詰まり等、払出エラーの発
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生時において状態復帰スイッチ３２１が押されると、払出モータが正逆回転され、球詰ま
りの解消（正常状態への復帰）が図られるようになっている。電源装置３１３にはＲＡＭ
消去スイッチ３２３が設けられている。本パチンコ機１０は各種データのバックアップ機
能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰（復
電）の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。従って、例えば遊技ホールの
営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、
ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押しながら電源を投入すると、ＲＡＭデータが初期化される
ようになっている。
【０１４２】
　取付台３０１は例えば無色透明な樹脂成型品よりなり、その表面に平坦状をなす基板搭
載面３０２が設けられている。基板搭載面３０２には、発射制御装置３１２、電源装置３
１３及びカードユニット接続基板３１４が横並びとなった状態で搭載され、ネジ等で固定
されている。電源装置３１３の基板ボックス３１７上には略平板状の台座プレート３０３
が載置されるとともに台座プレート３０３上に払出制御装置３１１が搭載され、ネジ等で
固定されている。払出制御装置３１１と電源装置３１３との間には台座プレート３０３が
介在するため、例えばノイズ除去用の金属プレート等を設置するには台座プレート３０３
に金属プレート等を取り付ければ良く、ノイズ対策が簡単に実現できる。
【０１４３】
　取付台３０１には、パチンコ機１０後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン３０５が
設けられており、掛止ピン３０５を前記軸受け部２３７に上方から挿通させることで、第
２制御基板ユニット２０２が本体枠１２に対して回動可能に片持ち支持される。取付台３
０１の左端部には締結具として上下一対のナイラッチ３０６が設けられており、ナイラッ
チ３０６を前記被締結孔２３９にはめ込むことで、第２制御基板ユニット２０２が本体枠
１２に固定される。なお、軸受け部２３７及び掛止ピン３０５が前記支軸部Ｍ４に、被締
結孔２３９及びナイラッチ３０６が前記締結部Ｍ５に、それぞれ相当する。
【０１４４】
　次に、裏パックユニット２０３の構成を図２３及び図２４に基づいて説明する。図２３
は裏パックユニット２０３の正面図、図２４は裏パックユニット２０３の分解斜視図であ
る。
【０１４５】
　裏パックユニット２０３は、裏パック３５１と遊技球の払出機構部３５２とが一体化さ
れることにより構成されている。裏パック３５１は例えばＡＢＳ樹脂等の合成樹脂により
一体成型されており、略平坦状のベース部３５３と、パチンコ機１０後方に突出し横長の
略直方体形状をなす保護カバー部３５４とを有する。保護カバー部３５４は左右側面及び
上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット３５
を囲むのに十分な大きさを有する。但し、本実施の形態では、前述の音声ランプ制御装置
２７２も併せて囲む構成となっている。保護カバー部３５４の背面には多数の通気孔３５
４ａが設けられている。通気孔３５４ａは各々が長孔状をなし、それぞれの通気孔３５４
ａが比較的近い位置で隣り合うよう設けられている。従って、隣り合う通気孔３５４ａ間
にある樹脂部分を切断することにより、裏パック３５１の背面を容易に開口させることが
できる。つまり、通気孔３５４ａ間の樹脂部分を切断してその内部の表示制御装置２１４
等を露出させることで、所定の検定等を容易に実施することができるようになっている。
【０１４６】
　裏パック３５１のベース部３５３には、保護カバー部３５４を迂回するようにして払出
機構部３５２が配設されている。すなわち、裏パック３５１の最上部には上方に開口した
タンク３５５が設けられており、タンク３５５には遊技ホールの島設備から供給される遊
技球が逐次補給される。タンク３５５の下方には、例えば横方向２列（２条）の球通路を
有し下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール３５６が連結され、タンクレール３５
６の下流側には上下方向に延びるケースレール３５７が連結されている。払出装置３５８
はケースレール３５７の最下流部に設けられ、払出制御装置３１１の制御により払出モー
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タ３５８ａが駆動されて必要個数の遊技球の払出が適宜行われる。払出装置３５８より払
い出された遊技球は払出通路３５９等を通じて前記上皿２３等に供給される。なお、図示
は省略するが、ケースレール３５７の上流部には、タンク３５５やタンクレール３５６か
ら供給される遊技球の有無を検出するタンク球無しセンサが設けられている。また、払出
装置３５８には、払出モータ３５８ａの回転を検出する払出回転センサと、払い出される
遊技球数をカウントする払出カウントスイッチとが設けられている。
【０１４７】
　タンクレール３５６には、当該タンクレール３５６に振動を付加するためのバイブレー
タ３６０が取り付けられている。バイブレータ３６０は、バイブモータとそのバイブモー
タを収容する合成樹脂製のケースとによりユニット化されており、２本の脚部３６０ａで
タンクレール３５６に取り付けられている。従って、仮にタンクレール３５６付近で球詰
まりが生じた際、バイブレータ３６０が駆動されることで球詰まりが解消されるようにな
っている。
【０１４８】
　また、払出機構部３５２には、払出制御装置３１１から払出装置３５８への払出指令の
信号を中継する払出中継基板３８１が設置されると共に、外部より主電源を取り込むため
の電源スイッチ基板３８２が設置されている。電源スイッチ基板３８２には、電圧変換器
を介して例えば交流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチ３８２ａの切替操作に
より電源ＯＮ又は電源ＯＦＦとされるようになっている。
【０１４９】
　タンク３５５から払出通路３５９に至るまでの払出機構部３５２は何れも導電性を有す
る合成樹脂材料、例えば導電性ポリカーボネート樹脂にて成形され、その一部にてアース
されている。これにより、遊技球の帯電によるノイズの発生が抑制されるようになってい
る。
【０１５０】
　裏パック３５１には、その右上部に枠用外部端子板３９０が設けられている。枠用外部
端子板３９０には、タンク３５５やタンクレール３５６で遊技球が不足した場合に信号出
力するための出力端子、所定個数の賞球を払い出す毎に信号出力するための出力端子、所
定個数の遊技球を貸し出す毎に信号出力するための出力端子、本体枠１２の開放時に信号
出力するための出力端子、及び前扉枠１３の開放時に信号出力するための出力端子が設け
られている。そして、これらの出力端子を通じて、遊技ホール側の管理制御装置に対して
枠側の状態に関する信号が出力される。なお、所定個数の遊技球を貸し出す毎に信号出力
するための出力端子はいわゆる現金機においては不要である。
【０１５１】
　裏パック３５１には、枠用外部端子板３９０に隣接して略四角形状の窓部３９１が設け
られている。従って、裏パックユニット２０３を本体枠１２に取り付けた状態では、窓部
３９１を通じて遊技盤３０裏面の盤用外部端子板２３０が露出し、裏パックユニット２０
３を装着したままで盤用外部端子板２３０の操作を行うことができるようになっている。
前述のとおり、盤用外部端子板２３０は取り外し容易な状態で集合板ユニット２１５に取
り付けられていることから、盤用外部端子板２３０の配線を接続したままで、窓部３９１
を介して当該盤用外部端子板２３０を取り出すことも可能となる。裏パック３５１の右上
部には本体枠１２の開放の状態を検出するための本体枠開放スイッチ３９２が設けられて
おり、外枠１１に対して本体枠１２を閉じた状態では当該スイッチ３９２の金属接点が閉
じて本体枠１２の閉鎖が検知され、外枠１１に対して本体枠１２を開いた状態では金属接
点が開いて本体枠１２の開放が検知されるようになっている。
【０１５２】
　裏パック３５１には、パチンコ機１０後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン３８５
が設けられており、掛止ピン３８５を前記軸受け部２３８に上方から挿通させることで、
裏パックユニット２０３が本体枠１２に対して回動可能に片持ち支持される。裏パック３
５１には、左端部に締結具として上下一対のナイラッチ３８６が設けられると共に、上端
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部に係止孔３８７が設けられており、ナイラッチ３８６を前記被締結孔２４０にはめ込む
と共に、係止孔３８７に前記固定具２４２を挿入した上で当該固定具２４２を回動操作す
ることで、裏パックユニット２０３が本体枠１２に固定される。また、前記固定具２４１
，２４３によっても裏パックユニット２０３が本体枠１２に固定される。なお、軸受け部
２３８及び掛止ピン３８５が前記支軸部Ｍ６に、被締結孔２４０及びナイラッチ３８６が
前記締結部Ｍ７に、固定具２４２及び係止孔３８７が前記係止部Ｍ８に、それぞれ相当す
る。また、固定具２４３が前記係止部Ｍ９に相当する。
【０１５３】
　次に、本パチンコ機１０の電気的構成について、図２５のブロック図に基づいて説明す
る。
【０１５４】
　主制御装置２７１（主基板２８０）には、演算装置である１チップマイコンとしてのＣ
ＰＵ５０１が搭載されている。ＣＰＵ５０１には、該ＣＰＵ５０１により実行される各種
の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ５０２と、そのＲＯＭ５０２内に記憶
される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリで
あるＲＡＭ５０３と、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回
路やタイマ回路、割込回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。
【０１５５】
　ＲＡＭ５０３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源装置３１３からバック
アップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ
５０３には、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バックア
ップエリア５０３ａが設けられている。
【０１５６】
　バックアップエリア５０３ａは、停電などの発生により電源が遮断された場合において
、電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／
Ｏ等の値を記憶しておくためのエリアであり、電源投入時（停電解消による電源投入を含
む。以下同様）には、バックアップエリア５０３ａの情報に基づいてパチンコ機１０の状
態が電源遮断前の状態に復帰できるようになっている。バックアップエリア５０３ａへの
書き込みはＮＭＩ割込み処理によって電源遮断時に実行され、バックアップエリア５０３
ａに書き込まれた各値の復帰は電源投入時のメイン処理において実行される。なお、ＣＰ
Ｕ５０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時
に、停電監視回路５４２からの停電信号ＳＧ１が入力されるように構成されており、停電
の発生により停電時処理としてのＮＭＩ割込み処理が即座に実行される。
【０１５７】
　主制御装置２７１のＣＰＵ５０１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバス
ライン５０４を介して入出力ポート５０５が接続されている。主制御装置２７１の入力側
には、後述するＲＡＭ消去スイッチ回路５４３、払出制御装置３１１や、その他図示しな
いスイッチ群や中継基板などが接続されている。一方、主制御装置２７１の出力側には、
払出制御装置３１１や表示制御装置２１４が接続されている。また、第１特定ランプ部４
７に配設されたＬＥＤランプのスイッチや第２特定ランプ部４８に配設されたＬＥＤラン
プのスイッチも接続されている。これにより、第１特定ランプ部４７及び第２特定ランプ
部４８は、主制御装置２７１により直接的に制御されることとなる。
【０１５８】
　払出制御装置３１１は、払出モータ３５８ａにより賞球や貸し球の払出制御を行うもの
である。演算装置であるＣＰＵ５１１は、そのＣＰＵ５１１により実行される制御プログ
ラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５１２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡ
Ｍ５１３とを備えている。
【０１５９】
　払出制御装置３１１のＲＡＭ５１３は、主制御装置２７１のＲＡＭ５０３と同様に、パ
チンコ機１０の電源の遮断後においても電源装置３１３からバックアップ電圧が供給され
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てデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ５１３には、各種のデ
ータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バックアップエリア５１３ａが
設けられている。
【０１６０】
　バックアップエリア５１３ａは、停電などの発生により電源が遮断された場合において
、電源遮断時のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を記憶しておくためのエ
リアであり、電源投入時には、このバックアップエリア５１３ａの情報に基づいてパチン
コ機１０の状態が電源遮断前の状態に復帰できるようになっている。バックアップエリア
５１３ａへの書き込みはＮＭＩ割込み処理によって電源遮断時に実行され、バックアップ
エリア５１３ａに書き込まれた各値の復帰は電源投入時のメイン処理において実行される
。なお、主制御装置２７１のＣＰＵ５０１と同様、ＣＰＵ５１１のＮＭＩ端子にも、停電
等の発生による電源遮断時に停電監視回路５４２から停電信号ＳＧ１が入力されるように
構成されており、停電の発生により、ＮＭＩ割込み処理が即座に実行されるようになって
いる。
【０１６１】
　払出制御装置３１１のＣＰＵ５１１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバ
スライン５１４を介して入出力ポート５１５が接続されている。入出力ポート５１５には
、ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３、主制御装置２７１、発射制御装置３１２、払出モータ
３５８ａなどがそれぞれ接続されている。
【０１６２】
　発射制御装置３１２は、発射モータ２２９による遊技球の発射を許可又は禁止するもの
であり、発射モータ２２９は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的に
は、払出制御装置３１１から発射許可信号が出力されていること、遊技者が遊技球発射ハ
ンドル１８に触れていることをセンサ信号により検出していること、発射を停止させるた
めの発射停止スイッチが操作されていないことを条件に、発射モータ２２９が駆動され、
遊技球発射ハンドル１８の操作量に応じた強さで遊技球が発射される。
【０１６３】
　表示制御装置２１４は、図柄表示装置４１における第１図柄（特別図柄）の変動表示を
制御するものである。表示制御装置２１４は、ＣＰＵ５２１と、ＲＯＭ（プログラムＲＯ
Ｍ）５２２と、ワークＲＡＭ５２３と、ビデオＲＡＭ５２４と、キャラクタＲＯＭ５２５
と、画像コントローラ５２６と、入力ポート５２７と、２つの出力ポート５２８，５２９
と、バスライン５３０，５３１とを備えている。入力ポート５２７の入力側には主制御装
置２７１の出力側が接続され、入力ポート５２７の出力側には、ＣＰＵ５２１、ＲＯＭ５
２２、ワークＲＡＭ５２３、画像コントローラ５２６が接続されると共にバスライン５３
０を介して出力ポート５２８が接続されている。出力ポート５２８の出力側には音声ラン
プ制御装置２７２が接続されている。また、画像コントローラ５２６にはバスライン５３
１を介して出力ポート５２９が接続されており、その出力ポート５２９の出力側には図柄
表示装置４１が接続されている。
【０１６４】
　表示制御装置２１４のＣＰＵ５２１は、主制御装置２７１から送信される図柄表示コマ
ンドに基づいて図柄表示装置４１の表示を制御する。ＲＯＭ５２２は、ＣＰＵ５２１によ
り実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリであり、ワー
クＲＡＭ５２３は、ＣＰＵ５２１による各種プログラムの実行時に使用されるワークデー
タやフラグを一時的に記憶するためのメモリである。
【０１６５】
　ビデオＲＡＭ５２４は、図柄表示装置４１に表示される表示データを記憶するためのメ
モリであり、ビデオＲＡＭ５２４の内容を書き替えることにより、図柄表示装置４１の表
示内容が変更される。キャラクタＲＯＭ５２５は、図柄表示装置４１に表示される図柄な
どのキャラクタデータを記憶するためのメモリである。画像コントローラ５２６は、ＣＰ
Ｕ５２１、ビデオＲＡＭ５２４、出力ポート５２９のそれぞれのタイミングを調整してデ
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ータの読み書きに介在すると共に、ビデオＲＡＭ５２４に記憶される表示データを、キャ
ラクタＲＯＭ５２５から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置４１に表示させるも
のである。
【０１６６】
　電源装置３１３は、パチンコ機１０の各部に電源を供給するための電源部５４１と、停
電等による電源遮断を監視する停電監視回路５４２と、ＲＡＭ消去スイッチ３２３に接続
されてなるＲＡＭ消去スイッチ回路５４３とを備えている。電源部５４１は、図示しない
電源経路を通じて、主制御装置２７１や払出制御装置３１１等に対して各々に必要な動作
電源を供給する。その概要としては、電源部５４１は、外部より供給される交流２４ボル
ト電源を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動するための＋１２Ｖ電源、ロジック用
の＋５Ｖ電源、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電源などを生成し、これら＋１２Ｖ
電源、＋５Ｖ電源及びバックアップ電源を主制御装置２７１や払出制御装置３１１等に対
して供給する。なお、発射制御装置３１２に対しては払出制御装置３１１を介して動作電
源（＋１２Ｖ電源、＋５Ｖ電源等）が供給される。
【０１６７】
　停電監視回路５４２は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置２７１のＣＰＵ
５０１及び払出制御装置３１１のＣＰＵ５１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＧ１を出力す
るための回路である。停電監視回路５４２は、電源部５４１から出力される最大電圧であ
る直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（
電源遮断）の発生と判断して、停電信号ＳＧ１を主制御装置２７１及び払出制御装置３１
１へ出力する。停電信号ＳＧ１の出力によって、主制御装置２７１及び払出制御装置３１
１は、停電の発生を認識し、ＮＭＩ割込み処理を実行する。なお、電源部５４１は、直流
安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後においても、ＮＭＩ割込み処理の実行
に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの出力を正常値に維持するように構
成されている。よって、主制御装置２７１及び払出制御装置３１１は、ＮＭＩ割込み処理
を正常に実行し完了することができる。
【０１６８】
　ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３は、ＲＡＭ消去スイッチ３２３のスイッチ信号を取り込
み、そのスイッチ３２３の状態に応じて主制御装置２７１及び払出制御装置３１１のバッ
クアップデータをクリアするためのＲＡＭ消去信号ＳＧ２を出力する回路である。ＲＡＭ
消去スイッチ３２３が押された際、ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３は、主制御装置２７１
及び払出制御装置３１１に対してＲＡＭ消去信号ＳＧ２を出力する。これにより、ＲＡＭ
消去スイッチ３２３が押された状態でパチンコ機１０の電源が投入されると、主制御装置
２７１及び払出制御装置３１１においてそれぞれのバックアップエリア５０３ａ，５１３
ａのデータがクリアされる。
【０１６９】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０１７０】
　主制御装置２７１において、主基板２８０とコネクタ２８１との間に透明体よりなるス
ペーサ部材２９１を介在させる構成としたため、主基板２８０の表面の一部が露出するこ
とことが規制される。したがって、基板ボックス２７３（ボックスカバー２８３）の開口
部２８３ａを通じて行われる主基板２８０への不正行為を抑制することができる。またこ
のとき、スペーサ部材２９１は透明体であるため、主基板２８０の表面が視認不可となる
ことはなく、仮に主基板２８０で不正行為が施されたり何らかの不具合が生じたりしても
それらの発見が容易となる。
【０１７１】
　また、スペーサ部材２９１と主基板２８０との間に、コネクタ接続ピン２８４の基板接
続部を囲むようにしてこれらスペーサ部材２９１と主基板２８０とを離間させる空間ＳＰ
を形成する構成としたため、スペーサ部材２９１への半田の付着が抑制できる。したがっ
て、コネクタ接続ピンの半田付けによる主基板２８０の表面の視認性悪化が防止できる。



(31) JP 4715217 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

これに加え、主基板２８０とスペーサ部材２９１との間の毛管現象による半田の広がりが
抑制でき、コネクタ２８１における接続ピン間のショート不良や他部位のショート不良が
防止できる。
【０１７２】
　スペーサ部材２９１において、コネクタ２８１の接続ピン２８４を挿通させるための開
口部２９２をコネクタ２８１の底部よりも小さい開口面積とし、コネクタ２８１の底部を
スペーサ部材２９１に当接させる構成としたため、コネクタ２８１とスペーサ部材２９１
との間を通じての不正行為を困難なものとすることができる。
【０１７３】
　ボックスカバー２８３の周壁部２８３ｂの下端部（開口部２８３ａの周縁部分）がスペ
ーサ部材２９１の上面に当接するため、ボックスカバー２８３とスペーサ部材２９１との
間を通じての不正行為を困難なものとすることができる。
【０１７４】
　スペーサ部材２９１に設けた突起２９３によりスペーサ部材２９１と主基板２８０とを
離間させることができる。この場合、突起２９３の高さ（長さ）を調整することで、スペ
ーサ部材２９１と主基板２８０との間の空間ＳＰの間隔を容易に調整できる。
【０１７５】
　スペーサ部材２９１に設けた突起２９３は、スペーサ部材２９１の位置決め機能も有し
ており、この突起２９３によりスペーサ部材２９１の位置ズレが防止できる。
【０１７６】
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。
【０１７７】
　（ａ）主制御装置２７１などの各制御装置において、コネクタ搭載部の構成についての
変形例を図２６の（ア）～（ウ）に示す。ただし図２６は、前記図１７の一部を変更した
ものであり、前記図１７と構成を同じくするものについては同一の部材番号を付すととも
に説明を省略する。
【０１７８】
　まず図２６の（ア）に示す構成では、スペーサ部材２９１に、ボックスカバー２８３の
開口部２８３ａよりも一回り（より具体的には周壁部２８３ｂの肉厚分だけ）大きいロの
字状の囲い部６０１を形成している。この場合、ボックスカバー２８３の周壁部２８３ｂ
を囲い部６０１により囲むようにすることで、スペーサ部材２９１の上面部とボックスカ
バー２８３との当接部から不正道具等を差し入れるなどの不正行為を確実に抑制すること
ができる。
【０１７９】
　また、図２６の（イ）に示す構成では、ボックスカバー２８３に周壁部２８３ｂを設け
る代わりに、スペーサ部材２９１に周壁部６０２を設けている。
【０１８０】
　また、図２６の（ウ）に示す構成では、ボックスカバー２８３に設けた周壁部２８３ｂ
を無くす構成としている。この場合、ボックスカバー２８３の下面とスペーサ部材２９１
の上面とが当接している。
【０１８１】
　またその他に、基板ボックス等の部材により、スペーサ部材２９１と主基板２８０とを
離間させる空間ＳＰを形成する構成としても良い。要は、主基板２８０に対してスペーサ
部材２９１を浮かすことのできる構成であれば任意の構成が採用できる。
【０１８２】
　（ｂ）上記実施の形態では、スペーサ部材２９１に突起２９３を設けることでスペーサ
部材２９１と主基板２８０とを離間させる構成としたが、これに代えて、主基板２８０に
突出部を設けることでスペーサ部材２９１と主基板２８０とを離間させる構成としても良
い。このとき、スペーサ部材２９１において、前記突出部に対応する位置に位置決め凹部
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を形成すると良い。なお、突出部は、主基板２８０上に点在する突起、或いは直線状又は
曲線状等などに延びる突条であってもよい。
【０１８３】
　（ｃ）上記実施の形態では、略板状のスペーサ部材２９１に突起２９３を一体形成する
構成としたが、これに代えて、スペーサ部材（介在部材）を、平板状の板部材とこれとは
別の脚部材とにより構成する。そして、脚部材を主基板２８０上に固定し、その上に板部
材を設ける。この場合、脚部材を選択的に用いることで、板部材（スペーサ部材）と主基
板２８０との間の空間部の間隔を容易に調整できる。
【０１８４】
　（ｄ）少なくとも２つのコネクタ２８１についてスペーサ部材を同一体としても良い。
つまりこの場合、隣り合う複数のコネクタ２８１について、同一体のスペーサ部材を用い
て主基板２８０上への固定が行われる。この場合、主基板２８０に対するスペーサ部材や
コネクタ部材の組付が容易となる。
【０１８５】
　（ｅ）上記実施の形態では、スペーサ部材２９１を基板表面を視認可能な透明体にて構
成したが、これに代えて同スペーサ部材２９１を非透明体としても良い。本構成であって
も、前記の通りスペーサ部材２９１と主基板２８０とを離間させる空間ＳＰを形成する構
成とすることで、主基板２８０とスペーサ部材２９１との間の毛管現象による半田の広が
りが抑制でき、コネクタ２８１における接続ピン間のショート不良や他部位のショート不
良が防止できる。
【０１８６】
　（ｆ）基板ボックス２７３のボックスカバー２８３を内外二重構造とし、その外側カバ
ーと内側カバーとにそれぞれ放熱のための多数の通気孔を設ける。また、それら内外二重
のカバーに設けた各通気孔を、基板ボックス２７３の平面視において互いに重ならないよ
うに配置する。これにより、基板ボックス２８３における放熱機能を維持しつつ、通気孔
を介しての不正行為を困難なものとすることができる。つまり、外側カバーの通気孔に針
金や棒状部材等を差し入れても、内側カバーの通気孔を通すことが困難となり、不正抑制
効果が期待できる。なお、外側カバーの通気孔は、内側カバーの通気孔よりも孔径が大き
いと良い。また、内側カバーの通気孔よりも配置密度を粗くしても良い。
【０１８７】
　（ｇ）上記実施の形態では、主制御装置２７１において、図柄表示装置４１における停
止図柄の細かな組合せ、図柄の変動パターンやリーチ演出を決定する構成であったが、こ
れを変更してもよい。例えば、主制御装置２７１は、図柄表示装置４１における停止図柄
の細かな組合せ、図柄の変動パターンやリーチ演出を決定せずに、表示制御装置２１４が
これらを決定する構成であってもよい。この場合、主制御装置２７１は、ノーマル大当た
り状態に移行した後に高確率状態に移行する大当たり、スーパー大当たり状態に移行した
後に通常状態に移行する大当たり又は大当たり発生無しのうちのいずれが当該遊技回にお
いて発生するかの旨と、第１特定ランプ部４７に表示される色の切替表示時間とを含めた
表示コマンドを表示制御装置２１４に対して出力する構成とする。そして、表示制御装置
２１４は、この主制御装置２７１からの表示コマンドに基づいて、停止図柄の細かな組合
せ、図柄の変動パターンやリーチ演出を決定し、切替表示時間の範囲内で図柄の変動表示
を制御する。本構成であれば、上記実施の形態における効果を奏しつつ、さらに主制御装
置２７１の処理負荷の軽減を図ることができる。
【０１８８】
　（ｈ）上記実施の形態では、第１特定ランプ部４７が図柄表示装置４１の表示画面の上
方に配設されている構成であったが、他の位置に配設されている構成であってもよい。例
えば、第１特定ランプ部４７がアウト口３６付近に配設されている構成であってもよい。
【０１８９】
　（ｉ）上記実施の形態では、図柄表示装置４１の表示画面の全図柄が停止した後に、第
１特定ランプ部４７に表示される色の切替表示が終了する構成であったが、図柄表示装置
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４１の表示画面の全図柄が停止するのと同時に第１特定ランプ部４７に表示される色の切
替表示が終了する構成であってもよい。
【０１９０】
　（ｊ）上記実施の形態では、赤色、緑色、青色の順序を繰り返し表示することにより、
第１特定ランプ部４７に表示される色の切り替え表示を行う構成であったが、これを変更
してもよい。例えば、上記３色がランダムに表示される構成であってもよい。
【０１９１】
　（ｋ）上記実施の形態では、第１図柄の変動表示を行う図柄表示装置４１と別に第１特
定ランプ部４７を設ける構成としたが、第１特定ランプ部４７を設けずともよい。
【０１９２】
　（ｌ）上記実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定領
域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に遊
技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ機、
アレンジボール機、雀球等の遊技機にも適用できる。また、弾球式でない遊技機、例えば
スロットマシン等の回胴式遊技機や、遊技球を投入した上でスタートレバーを操作するこ
とで図柄が付されたベルトを周回させ、その周回動作をストップボタンで停止させ、その
停止図柄の組合せにより賞球の払出を行なう球使用ベルト式遊技機にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１９３】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開又は分解して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機を構成する本体枠の前面構成を示す正面図である。
【図４】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図５】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図６】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図７】パチンコ機の背面構成を主要部品毎に分解して示す分解斜視図である。
【図８】パチンコ機裏面における第１制御基板ユニット、第２制御基板ユニット及び裏パ
ックユニットの配置を示す模式図である。
【図９】本体枠及び遊技盤の構成を示す背面図である。
【図１０】本体枠の背面構成を示す斜視図である。
【図１１】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１２】軸受け金具の構成を示す斜視図である。
【図１３】第１制御基板ユニットの構成を示す正面図である。
【図１４】第１制御基板ユニットの構成を示す斜視図である。
【図１５】第１制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図１６】第１制御基板ユニットの背面構成を示す分解斜視図である。
【図１７】主制御装置についてコネクタ搭載部周辺の断面構成を示す断面図である。
【図１８】図１７に示す各構成部材を上下に分離して示す断面図である。
【図１９】コネクタ搭載部周辺の構成についての分解斜視図である。
【図２０】第２制御基板ユニットの構成を示す正面図である。
【図２１】第２制御基板ユニットの構成を示す斜視図である。
【図２２】第２制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図２３】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図２４】裏パックユニットの分解斜視図である。
【図２５】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図２６】主制御装置についてコネクタ搭載部周辺の断面構成を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１９４】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１１…外枠、１２…本体枠、１３…前扉枠、３０…
遊技盤、３３…作動口、３５…可変表示ユニット、４１…絵柄表示装置としての図柄表示
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装置、４７…第２表示手段としての第１特定ランプ部、４８…第２特定ランプ部、５０…
レールユニット、１０１…窓部、２１４…動作装置としての表示制御装置、２７１…主制
御装置、２７３…基板ボックス、２８０…主制御基板としての主基板、２８１…コネクタ
、２８３ａ…開口部、２８３ｂ…周壁部、２８４…接続ピン、２８７…スペーサ位置決め
穴、２９１…スペーサ部材、２９２…開口部、２９３…突起、６０１…囲い部、ＳＰ…空
間。

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】
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【図２５】 【図２６】
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